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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

東京地方裁判所 判 事 民事 本間健裕 ホンマケンユウ 40期

〃 〃 民事 朝倉佳秀 アサクラ ヨシヒデ 45期

〃 〃 刑事
0

島田 一 シマダハジメ 41期

〃 〃 刑事 佐々木一夫 ササキカズオ 45期

東京地方裁判所立川支部 〃 民事 渡邉 弘 ワタナベヒロシ 36期

〃 〃 刑事 宮本孝文 ミヤモト タカフミ 40期

東京地方検察庁 検 事 山中一弘 ヤマナカカズヒロ 48期

〃 〃 三田村 忍 ミタムラシノプ 54期

東京地方検察庁立川支部 〃 細野隆司 ホソノ タカシ 48期

東京弁護士会 弁護士 池田和郎 イケダカズオ 44期

第一東京弁護士会 〃 渡部朋広 ワタナベ トモヒロ 48期

第二東京弁護士会 〃 松村太郎 マツムラタロウ 50期

東京三弁瞳士会多摩支部（東弁） 〃 足立 剛 アダチゴウ 61期

横浜地方裁判所 判 事 民事 大竹優子 オオタケユウコ 40期

〃 〃 刑事 近藤宏子 コンドウ ヒロコ 38期

横浜地方検察庁 検 事 北迫恵子 キタサコケイコ 61期

神奈川県弁護士会 弁謹士 武内大徳 タケウチヒロノリ 49期

さいたま地方裁判所 判 事 民事 岡部純子 オカベジュンコ 43期

〃 〃 刑事 栗原正史 クリハラマサシ 43期

さいたま地方検察庁 検 事 橋本千恵子 ハシモトチエコ 46期

埼玉弁護士会 弁護士 松本輝夫 マツモトテルオ 37期

千葉地方裁判所 判 事 民事 小濱浩庸 コハマヒロノブ 44期

〃 〃 刑事 金子武志 カネコタケシ 39期

千葉地方検察庁 検 事 市木政昭 イチキマサアキ 49期

千葉県弁護士会 弁護士 楠本拓朗 ハシモト タクロウ 60期

水 戸 地方裁判所 判 事 民事 河田泰常 カワタヤスツネ 42期

〃 〃 刑事 寺澤真由美 テラサワマユミ 47期

水 戸 地方検察庁 検 事 神谷佳奈子 カミヤカナコ 64期

茨城県弁護士会 弁護士 亀田哲也 カメダテツヤ 50期

宇都宮地方裁判所 判 事 民事 今井 攻 イマイオサム 37期

〃 〃 刑事
一
一 宮信吾 ニノミヤシンゴ 44期

宇都宮地方検察庁 検 事 西村翔太 ニシムラショウタ 64期

栃木県弁謹士会 弁護士 根本智子 ネモト トモコ 60期

前橋地方裁判所 判 事 民事 塩田直也 シオダナオヤ 39期

〃 〃 刑事 國井恒志 クニイ コウシ 46期

前橋地方検察庁 検 事 築 雅子 チクマサコ 46期

群馬弁護士会 弁護士 佐々木弘道 ササキヒロミチ 47期

静岡地方裁判所 判 事 民事 関 口 剛弘 セキグチタケヒロ 42期

〃 〃 刑事 佐藤正信 サトウマサノブ 45期

静岡地方検察庁 検 事 横田希代子 ヨコタキヨコ 45期

静岡県弁護士会 弁護士 杉田直樹 スギタナオキ 46期

甲府地方裁判所 判 事 民事 峯 俊之 ミネ トシユキ 38期

〃 〃 刑事 丸山哲巳 マルヤマテツミ 49期

甲府地方検察庁 検 事 堀内伸浩 ホリウチノブヒロ 47期

山梨県弁護士会 弁護士 小澤義彦 オザワ ヨシヒコ 38期

長野地方裁判所 判 事 民事 田 中芳樹 タナカ ヨシキ 46期

〃 〃 刑事 室橋雅仁 ムロノ､シマサヒト 49期
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

長野地方検察庁 検 事 大川晋嗣 オオカワシンジ 60期

長野県弁護士会 弁護士 金子 肇 カネコハジメ 48期

新潟地方裁判所 判 事 民事 西森政一 ニシモリ マサカズ 44期

〃 〃 刑事 山崎 威 ヤマザキタケシ 49期

新潟地方検察庁 検 事 加藤 裕 カトウユウ 45期

新潟県弁護士会 弁護士 小泉一樹 コイズミ カズキ 40期

名古屋地方裁判所 判 事 民事 福田千恵子 フクダチエコ 47期

〃 〃 刑事 丹羽敏彦 ニワ トシヒコ 45期

名古屋地方検察庁 検 事 中村葉子 ナカムラ ヨウコ 45期

愛知県弁護士会 弁護士 石川真司 イシカワシンジ 49期

岐阜地方裁判所 判 事 民事 池町知佐子 イケマチチサコ 45期

〃 〃 刑事 鈴木芳胤 スズキヨシタネ 43期

岐阜地方検察庁 検 事 加藤和宏 カトウカズヒロ 52期

岐阜県弁護士会 弁護士 古田 修 フルタオサム 41期

金沢地方裁判所 判 事 民事 加島滋人 カシマシゲヒト 44期

〃 〃 刑事 田 中聖浩 タナカキヨヒロ 46期

金沢地方検察庁 検 事 上本哲司 ウエモトテツジ 48期

金沢弁謹士会 弁護士 宮西 香 ミヤニシカオル 43期

富山地方裁判所 判 事 民事 廣田泰士 ヒロタヤスオ 42期

〃 〃 刑事 後藤 隆 ゴトウタカシ 37期

富山地方検察庁 検 事 中村昌史 ナカムラマサフミ 50期

富山県弁護士会 弁護士 廣野 聡 ヒロノサトシ 62期

仙台地方裁判所 判 事 民事 村主隆行 スグリ タカユキ 48期

〃 〃 刑事 小池健治 コイケケンジ 47期

仙台地方検察庁 検 事 島村浩昭 シマムラ ヒロアキ 46期

仙台弁護士会 弁護士 佐藤敏宏 サトウ トシヒロ 50期

福島地方裁判所 判 事 民事 金澤秀樹 カナザワ ヒデキ 46期

〃 〃 刑事 宮田祥次 ミヤタショウジ 50期

､福島地方検察庁 検 事 倉持俊宏 クラモチ トシヒロ 49期

福島県弁謹士会 弁謹士 菅野昭弘 スガノアキヒロ 46期

山形地方裁判所 判 事 民事 松下貴彦 マツシタタカヒコ 47期

〃 〃 刑事 兒島光夫 コジマミツオ 51期

山形地方検察庁 検 事 鵜野澤 亮 ウノサワ リョウ 49期

山形県弁護士会 弁護士 田 中 暁 タナカアキラ 56期

盛岡地方裁判所 判 事 民事 中村 恭 ナカムラキョウ 45期

〃 〃 刑事 中島経太 ナカジマケイタ 47期

盛岡地方検察庁 検 事 河原克巳 カワノ､ラカツミ 51期

岩手弁護士会 弁護士 桝田裕之 マスダヒロユキ 49期

秋田地方裁判所 判 事 民事 齊藤 顕 サイトウアキラ 47期

〃 〃 刑事 三浦隆昭 ミウラタカアキ 52期

秋田地方検察庁 検 事 大前裕之 オオマエヒロユキ 52期

秋田弁護士会 弁護士 伊勢昌弘 イセマサヒロ 42期

青森地方裁判所 判 事 民事 飯畑勝之 イイノ､タカツユキ 45期

〃 〃 刑事 古玉正紀 コダママサノリ 52期

青森地方検察庁 検 事 長澤範幸 ナガサワノリユキ 52期

青森県弁護士会 弁護士 石岡隆司 イシオカ リュウジ 38期

札幌地方裁判所 判 事 民事 谷 有恒 ダニユウコウ 44期

〃 〃 刑事 島 戸 純 シマトジュン 48期

札幌地方検察庁 検 事 小出 幹 コイデモトキ 47期
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

札幌弁護士会 弁護士 川北映輔 カワキタエイスケ 新63期

函館地方裁判所 判 事 民事 浅岡千香子 アサオカチカコ 49期

〃 〃 刑事 橋本 健 ハシモト タケシ 50期

函館地方検察庁 検 事 望月健司 モチヅキタケシ 51期

函館弁護士会 弁護士 植松 直 ウエマツスナオ 51期

旭川地方裁判所 判 事 民事 湯川克彦 ユカワカツヒコ 48期

〃 〃 刑事 佐藤英彦 サトウ ヒデヒコ 48期

旭川地方検察庁 検 事 神谷雄一郎 カミヤユウイチロウ 53期

旭川弁護士会 弁護士 辻本純成 ツジモト ジュンセイ 41期

釧路地方裁判所 判 事 民事 須賀康太郎 スガコウタロウ 50期

〃 〃 刑事 小林謙介 コバャシケンスヶ 52期

釧路地方検察庁 検 事 龍造寺秀仁 リュウゾウジヒデヒト 53期

釧路弁護士会 弁護士 簑島弘幸 ミノシマヒロユキ 57期

日本弁護士連合会

(大阪弁謹士会）

日弁連司法修習
委員会委員長

竹岡富美男 タケオカ トミオ 31期

所 長 小泉博嗣 コイズミ ヒロツグ 31期

教官 （ 判事 ） 民事裁判担当 松本利幸 マツモト トシユキ 42期

〃 〃 鈴木謙也 スズキケンヤ 46期

〃 刑事裁判担当 細田啓介 ホソダケイスケ 40期

〃 〃 佐藤弘規 サトウ ヒロノリ 48期

教官 （ 検事 ） 検察担当 飯島 泰 イイジマヤスシ 44期

〃 〃 北 佳子 キタ ヨシコ 46期

教官 （弁護士） 民事弁護担当 坪井昌造 ツボイショウゾウ 42期

〃 〃 川俣尚高 カワマタナオタカ 46期

〃 刑事弁護担当 関 聡介 セキソウスケ 45期

〃 〃 宇田川博史 ウダガワ ヒロシ 48期

事 務 局 長 染谷武宣 ソメヤタケノブ 46期

事務 局 次 長 森田正則 モリタマサノリ

事務 局 所付 住田知也 スミタ トモヤ 新61期
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

大阪地方裁判所 判 事 民事 倉地真寿美 クラチマスミ ・ 43期
〃 〃 刑事 長瀬敬昭 ナガセタカアキ 46期

大阪地方検察庁 検 事 植田英基 ウエダヒデキ 58期

大阪弁護士会 弁護士 伴城 宏 バンジョウ ヒロシ 50期

京都地方裁判所 判 事 民事 牧 賢
一
一 マキケンジ 39期

〃 〃 刑事 橋本 一 ハシモトハジメ 39期

京都地方検察庁 検 事 横山和可子 ヨコヤマワカコ 46期

京都弁護士会 弁護士 吉田誠司 ヨシダセイジ 49期

神 戸 地方裁判所 判 事 民事 山 口浩司 ヤマグチコウジ 42期

〃 〃 刑事 川上 宏 カワカミ ヒロシ 47期

神 戸 地方検察庁 検 事 難波 孝 ナンバタカシ 57期

兵庫県弁護士会 弁護士 林 亜衣子 ハヤシアイコ 53期

奈良地方裁判所 判 事 民事 木太伸広 キタ ノブヒロ 44期

〃 〃 刑事 西川篤志 ニシカワアツシ 48期

奈良地方検察庁 検 事 野口勝久 ノグチカツヒサ 44期

奈良弁護士会 弁護士 石黒良彦 イシグロ ヨシヒコ 54期

大津地方裁判所 判 事 民事 西岡繁靖 ニシオカシゲヤス 48期

〃 〃 刑事 伊藤寛樹 イトウ ヒロキ 50期

大津地方検察庁 検 事 森 隆志 モリ タカシ 44期

滋賀弁護士会 弁護士 中井陽一 ナカイ ヨウイチ 57期

和歌山地方裁判所 判 事 民事 中山誠一 ナカヤマセイイチ 46期

〃 〃 刑事 武田 正 タケダタダシ 49期

和歌山地方検察庁 検 事 宮本健志 ミヤモト タケシ 44期

和歌山弁護士会 弁護士 田邊和喜 タナベカズキ 52期

津地方裁判所 判 事 民事 岡田 治 オカダオサム 42期

〃 〃 刑事 田 中伸一 タナカシンイチ 49期

津地方検察庁 検 事 小島達朗 コジマタッアキ 50期

三重弁護士会 弁護士 板垣謙太郎 イタガキケンタロウ 49期

福井地方裁判所 判 事 民事 林 潤 ハヤシジュン 49期

〃 〃 刑事 渡避史朗 ワタナベシロウ 54期

福井地方検察庁 検 事 相馬博之 ソウマヒロユキ 50期

福井弁護士会 弁護士 岩本雄太 イワモトユウタ 新61期

広島地方裁判所 判 事 民事 ･小西 洋 コニシヒロシ 46期

〃 〃 刑事 安藤範樹 アンドウ ノリキ 44期

広島地方検察庁 検 事 横山繁夫 ヨコヤマシゲオ 47期

広島弁護士会 弁護士 鵜野一郎 ウノ イチロウ 39期

山口地方裁判所 判 事 民事 福井美枝 フクイ ミエ 44期

〃 〃 刑事 井野憲司 イノケンジ 52期

山口地方検察庁 検 事 雲野晴久 ウンノハルヒサ 51期

山口県弁護士会 弁護士 松村和明 マツムラカズアキ 44期

岡山地方裁判所 判 事 民事 善 元 貞彦 ヨシモトサダヒコ 44期

〃 〃 刑事 江見健一 エミ ケンイチ 49期

岡山地方検察庁 検 事 柴田 真 シバタシン 47期

岡山弁護士会 弁護士 大植浩司 オオウエコウジ 61期

鳥取地方裁判所 判 事 民事 藤澤裕介 フジサワユウスケ 51期

〃 〃 刑事 辛島 明 カラシマアキラ 51期

鳥取地方検察庁 検 事 田畑光行 タバタ ミツユキ 52期

鳥取県弁護士会 弁護士 森 祥平 モリ ショウヘイ 57期
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松江地方裁判所 判 事 民事 堀部亮一 ホリベリョウイチ 49期
〃 〃 刑事 本村曉宏 モトムラアキヒロ 53期

松江地方検察庁 検 事 関 口真美 セキグチマミ 52期

島根県弁護士会

福岡地方裁判所

弁護士

判 事 民事

熱田雅夫

倉澤守春

アツタマサオ

クラサワモリハル

46期

45期
〃 〃 刑事 平塚浩司 ヒラツカコウジ 44期

福岡地方検察庁 検 事 渡口 鶇 トグチツグミ 44期

福岡県弁護士会 弁護士 桑原義浩 クワハラ ヨシヒロ 58期

佐賀地方裁判所 判 事 民事 立川 毅 タチカワ タケシ 46期

〃 判 事 刑事 吉井広幸 ヨシイ ヒロユキ 43期

佐賀地方検察庁 検 事 大山輝幸 オオヤマテルユキ 50期

佐賀県弁護士会 弁護士 松尾弘志 マツオヒロシ 44期

長崎地方裁判所 判 事 民事 武田瑞佳 タケダミカ 49期

〃 〃 刑事 小松本 卓 コマツモト タク 48期

長崎地方検察庁 検 事 岡田馨之朗 オカダケイシロウ 50期

長崎県弁護士会 弁護士 梶村龍太 カジムラ リュウタ 51期

大分地方裁判所 判 事 民事 佐藤重憲 サトウシゲノリ 46期

〃 〃 刑事 今泉裕登 イマイズミ ヒロト 49期

大分地方検察庁 検 事 山本保慶 ヤマモト ヤスヨシ 51期

大分県弁護士会 弁護士 渡辺耕太 ワタナベコウタ 48期

熊本地方裁判所 判 事 民事 小野寺優子 オノデラユウコ 47期

〃 〃 刑事 溝國禎久 ミゾクニヨシヒサ 44期

熊本地方検察庁 検 事 大久保仁視 オオクボヒトシ 51期

熊本県弁護士会 弁護士 辻上友男 ツジガミ トモオ 新64期

鹿児島地方裁判所 判 事 民事 川崎聡子 カワサキサトコ 47期

〃 〃 刑事 富田敦史 トミタアツシ 47期

鹿児島地方検察庁 検 事 平野大輔 ヒラノ ダイスケ 51期

鹿児島県弁護士会 弁護士 本木順也 モトキジュンヤ 50期

宮崎地方裁判所 判 事 民事 藤田光代 フジタ ミツヨ 38期

〃 〃 刑事 岡崎忠之 オカザキタダユキ 53期

宮崎地方検察庁 検 事 野村安秀 ノムラヤスヒデ 50期

宮崎県弁護士会 弁護士 西田隆
一
一 ニシダ リュウジ 43期

那覇地方裁判所 判 事 民事 森鍵 一 モリカギハジメ 49期

〃 〃 刑事 柴田寿宏 シバタ トシヒロ 46期

那覇地方検察庁 検 事 緒方広樹 オガタ ヒロキ 57期

沖縄弁護士会 弁護士 田島啓己 タジマヒロキ 54期

高松地方裁判所 判 事 民事 森實将人 モリザネマサト 42期

〃 〃 刑事 三上孝浩 ミカミ タカヒロ 48期

高松地方検察庁 検 事 松井 洋 マツイ ヒロシ 46期

香川県弁護士会 弁護士 平井功祥 ヒライ コウショウ 52期

徳島地方裁判所 判 事 民事 川畑公美 カワバタ クミ 43期

〃 〃 刑事 坂本好司 サカモト コウジ 50期

徳島地方検察庁 検 事 町田 聡 マチダサトシ 53期

徳島弁護士会 弁護士 島尾大次 シマオダイジ 49期

高知地方裁判所 判 事 民事 西村 修 ニシムラオサム 51期

〃 〃 刑事 山田裕文 ヤマダヒロフミ 51期

高知地方検察庁 検 事 島根 豪 シマネタケシ 51期

高知弁護士会 弁護士 近藤啓明 コンドウ ヒロアキ 56期



参列者

司法研修所
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

松山地方裁判所 判 事 民事 西 理香 ニシ リカ． 47期

〃 〃 刑事 末弘陽一 スエヒロ ヨウイチ 49期

松山地方検察庁 検 事 蜂須賀三紀雄 ハチスカ ミキオ 51期

愛媛弁護士会 弁護士 宮部 高 至 ミヤベタカシ 47期

日本弁護士連合会

(大阪弁護士会）

日弁連司法修習
委員会委員長

竹岡富美男 タケオカ トミオ 31期

所 長 小泉博嗣 コイズミ ヒロッグ 31期

教官 （判事） 民事裁判担当 松本利幸 マツモト トシユキ 42期

〃 〃 鈴木謙也 スズキケンヤ 46期

〃 刑事裁判担当 細田啓介 ホソダケイスケ 40期

〃 〃 佐藤弘規 サトウ ヒロノリ 48期

教官 （検事） 検察担当 飯島 泰 イイジマヤスシ 44期

〃 〃 北 佳子 キタ ヨシコ 46期

教官 （弁護士） 民事弁護担当 坪井昌造 ツボイショウゾウ 42期

〃 〃 川俣尚高 カワマタナオタカ 46期

〃 刑事弁護担当 関 聡介 セキソウスケ 45期

〃 〃 宇田川博史 ウダガワ ヒロシ 48期

事 務 局 長 染谷武宣 ソメヤタケノブ 46期

事務局次長 森田正則 モリタマサノリ

事務局所付 住田知也 スミタ トモヤ 新61期



平成29年度司法修習生指導担当者協議会

協議事項

1 導入修習の分野別実務修習への効果や影響等について

（出題理由及び協議事項）

導入修習については，第68期以降3期分が実施され，修習開始段階で司法修

習生に不足している実務的知識・能力に気付かせ，かつ， より効果的・効率的な

分野別実務修習が円滑に行えるようにするという二つの目的に照らして，一定の

成果が上がっているものと考えられるところであるが，今後とも不断に検証を継

続しつつ，引き続き改善に努めていく必要がある。司法修習生に対するアンケー

ト結果や昨年度までの協議によれば， 自己の知識等の不足に気付きながらも自学

自修を行っていない司法修習生や，そもそも自己の知識等の不足に気付いていな

い司法修習生も一部に見られるところである。そこで，主として，司法修習生が

自己の知識等の不足に気付いて自学自修に結び付けることができているかという

観点から，導入修習の分野別実務修習への効果や影響等について伺いたい。ま

た，分野別実務修習への円滑な移行という観点も含め，導入修習の今後のカリキ

ュラム等に対する要望があれば伺いたい。

ハ野呂'」 務修≦’実情及び実方策つい

（出題理由）

昨年度までの協議等によれば，実務修習ガイドラインの周知，同ガイドライン

に沿った指導の実現が順次進んでいるものと考えられるが，引き続き課題があれ

ばそれを克服すべく工夫を重ね，更なる質の充実を図っていく必要がある。各分

野とも，同ガイドラインで求められている数値目標自体については，概ね達成で

きていたり，達成に向けた改善が見られるところであるが，今後は， これを前提



としつつ，更なる質の向上に向け，指導上の工夫を図っていく必要がある。そこ

で，分野別実務修習の質を更に向上させるための方策等について協議したい。

（具体的協議事項）

(1)各分野別実務修習において，限られた期間内で同ガイドラインに沿った指導

を可能な限り達成し，更なる質の向上を図るための工夫について（例：法廷

等の傍聴と起案のバランス，起案内容の在り方，裁判員裁判の修習機会の付

与，捜査・公判修習で取り扱う事件の在り方，修習に適した既済記録の活

用， 「弁護実務修習に対して望むこと」で示された方策等）

(2) その他，分野別実務修習を更に充実させるための方策について

（出題理由及び協議事項）

(1)選択型実務修習の一層の充実を図るため，各庁会において，個別修習プログ

ラムの提供方法（実施日数・方法等）を工夫したり，実施時期を調整するなど

の取組がされているところであるが，プログラムによっては応募者数が少ない

などの指摘も見られる。そこで， このような点も含めて，選択型実務修習の実

情やその充実を図るための工夫等を伺いたい。

(2) ホームグラウンド修習の実施の在り方について

(3)人権関係の修習プログラムについて

以上

2



資料目録

（事務局長説明関係）

①第69期集合修習A班カリキュラムの概要

②第69期集合修習B班カリキュラムの概要

③第70期修習日程

④第70期導入修習カリキュラムの概要

⑤第70期A班集合修習日程予定表

⑥第70期B班集合修習日程予定表

⑦裁判所法の一部を改正する法律案の概要

⑧裁判所法（抜粋）

⑨導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果（第69期）

⑩導入修習に関するアンケート集計結果（第70期）

⑪修習結果簿（70期第1クール：民事裁判修習）集計結果

⑫修習結果簿（70期第1クール：刑事裁判修習）集計結果

⑬修習結果簿（70期第1クール：検察修習）集計結果

⑭修習結果簿（70期第1クール：弁護修習）集計結果

⑮選択型実務修習全国プログラム集計（第69期，第70期）

⑯司法修習生が取り扱う弁護修習関連の情報セキュリティ対策I司法修習生が取り扱う弁護修習関連の情報セキュリティ対策について

(注）上記資料は，平成29年度司法修習生指導担当者協議会において使用い

たしますので，事前に御一読の上，同協議会に御持参くださいますよう

お願いいたします。



①

(平成29 ． 2 ． 16）

第69期集合修習A班カリキュラムの概要

修 所法 研司



は しがき

平成27年度（第69期）司法修習生のうち,A班（実務修習地が東京，立川，横浜， さ

いたま，千葉，大阪，京都，神戸，奈良，大津，和歌山である者）を対象とする集合修習

のカリキュラムは， 14クラス編成で平成28年8月16日に開始され， 同年9月28日

に終了した（その後，各実務修習地等において選択型実務修習が実施された。 ） 。

第69期A班の集合修習のカリキュラムの概要は，この資料及び別添「平成27年度（第

69期）司法修習生A班集合修習日程予定表」のとおりである。

集合修習のカリキュラム策定に当たっては，法科大学院において修得した学識及び実務

の基礎的素養等並びに分野別実務修習の成果を踏まえて「幅広い法曹の活動に共通して必

要とされる法的問題の解決のための基本的かつ汎用的な技法と思考方法」 （司法修習生指

導要綱（甲）第1章第1）を修得させる観点から，実務修習を補完し，司法修習生全員に，

実務の標準的な知識，技法の教育を受ける機会を与えるとともに，体系的で汎用性のある

実務知識や技法を修得させることを旨としている （要綱（甲）第3章第1） 。

このような趣旨を踏まえ，第69期A班においても，修習記録を用いて司法修習生に文

書を起案させ，討論，講評を行うことを指導の中心としつつ（同第4の1） ，従来の司法

修習で要求していたような法律書面の全体を形式面も含めて起案させることにはこだわら

ず， より実質的に，書面の内容の根底をなす思考過程を明らかにさせることを重視する方

法で出題がされているほか， ロールプレイングも含めた民事・刑事の様々な講義，演習，

問題研究や法曹倫理，国際人権等に関する演習，講演なども実施された。

司法修習生指導担当者各位におかれては，本資料を今後の実務修習の参考としていただ

きたい。

1



第1 民事関係科目

I 民事裁判

l 講義

集合修習の冒頭に，集合修習に向けてのガイダンスをし，集合修習における民事裁

判科目及び民事共通科目の修習内容を説明してその意義を理解させ，今後の学修方法

に関する指導を行うことで集合修習への動機付けを行った。

2 起案

（1） 総説

I 一

(2) 起案1

ア事案の概要

2



｡

イ起案事項等

’

(3) 起案2

3



ア事案の概要

■■、

イ起案事項等

4



演習（争点整理）

(1) 総説

3

に三
１

(2) 事案の概要

一

5



■

‐
〕

(3) 演習内容等

に，本カリキュリキュラこのよう|I ’ ムは，

実務家としての基礎的かつ実践的な思考力，状況に応じた問題解決能力のかん養を

目的とするものであり，法曹としての実際の活動との架橋を意識したものである。

6



Ⅱ 民事弁護

1 講義（和解条項）

（1） 実施の概要

(2) 講義の目的
‐■■

2 問題研究1， 2

（1） 実施内容
■■■■■

(2) 事案の概要
画
■
■
Ｉ

■ ’

｜
’

一
(3) 研究事項等

－
１
１
１

一

7



’
起案

起案1

ア事案の概要

3

(1)

イ起案事項等
一言 一

Ｉ

１
叩
■
Ｉ
Ｊ’

(2) 起案2

ア事案の概要

8



イ起案事項等

i－

！
’

演習（法律相談）

実施の概要

4

(1)
一

一

(2) 演習の目的

法律相談は，受任に先立つ行為として，受任の可否，事案解決の見込み，処理

方針などを判断し，かつ，依頼者に対して，事案処理方針の説明，報酬等の説明

をした上で，弁護士委任契約の締結などを行う重要なステージである。また，依

頼者から適切に事案の本質を聴き出し，かつ，依頼者との信頼関係を醸成する重

な場でもある。要

■

9



－－

(3) 事案の概要

アケース1

｜

イ ケース2
－

‐

｜

I

’ ■■■■■■

(4) 実施内容

’

10



Ⅲ民事共通

1 民事共通演習1から4まで

（1） 総説

ア趣旨

イ事案の概要

(2) 民事共通演習1 （口頭弁論）

ア課題及び実演等 ．

１
１
１
ｔ
イ講評

11



(3) 民事共通演習2 （弁論準備手続期日）

ア課題及び実演等

’
イ講評等

－ －

’ ’
(4) 民事共通演習3 （交互尋問）

ア趣旨
－

’

イ事前準備等

ウ交互尋問等

’‐－一

一

一

一

一

一一一一

エ講評等

嗣外部講師（裁判所職員総合研修所教官）による講評

’
(ｲ） 教官による講評

’
㈲事実認定討論

’’

12



－

’
(5) 民事共通演習4 （判決）

ア判決

イ講評

2 民事共通問題研究（和解）

| －_－ 一

13



第2 刑事関係科目

I 刑事裁判

1 起案

（1） 総説

なお，いずれの設問についても，書式，形式等を要求するものではないし，単な

る知識を問うものでもなく，新司法修習における指導理念に対応した，法曹として

の活動に共通して必要となる汎用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を

置いて出題している。

(2) 起案1

ア事案の概要

’
イ起案事項

|－

’

’

ー －－－ －

14



’
ウ講評

(3) 起案2

ア事案の概要

’… 顕 F万一
一一一 一一■a

イ起案事項

’

ウ講評

15



［
2 問題研究

（1） 指導目標
ー

’

｜

(2) 実施内容
』■■■ 一

1

1

(3) 69期における変更点

16



’
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Ⅱ検 察

1 起案

（1） 検察起案の概要

’

’’ 司法修習における指導理念に対応し，法曹としての汎
用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を置いた出題であり，刑事手続に

関する問題についても，単に法的知識を問うだけではなく，修習記録中に現れた具

体的な事実関係を正確に把握しなければ正解に達し得ない問題を出題するように配

慮した。

起案1

ア事案の概要

(2)

＝－』

イ起案事項等

’

’
ウ講評

18



口
(3) 起案2

ア事案の概要

イ起案事項等

Ｉ
Ｉ
ｌ

ウ講評

2 問題研究（被害者保護）

指導目標及び実施内容等

｜

’ 1

19



Ⅲ刑事弁護

起案

(1) 総説

刑事弁護教官室は，修習生に対して，具体的な刑事事件に基づきケース≦セオリ

ー（弁護人の求める結論が正しいことを導く論拠）を確立する弁護活動の基本を指

導し，弁護人が行うべき最善の努力を尽くした活動とは何かを考えさせることによ

り，弁護人としての基本的な能力・技術， さらには，法曹の活動に共通して必要と

される基本的かつ汎用的な能力を修得させるとともに，法曹資格取得後の自己研鎖

への意識付けをさせることを指導方針としている。

1

(2) 起案1

ア事案の概要

一一

イ起案事項

｜

’

｜
｜I

20



ウ講評

起案2

ア事案の概要

(3)

イ起案事項
－

ウ講評

－－

問題研究（量刑弁護活動）2

21



(1) 指導目標

(2) 実施内容
戸

一

I

22



Ⅳ刑事共通

1 刑事共通演習

（1） 指導目標

1

’

これらの演習を通じ，的確な争点整理を行う上での必要な視点を提供し， これに

より〃法曹としての活動に共通して必要とされる汎用性のある基礎的な能力を修得

させるよう努めた。

(2) 実施内容
I

． I

23



2 刑事共通問題研究

（1） 指導目標

(2) 実施内容

24



第3 その他の共通科目等

I 全科目共通

特別講義「国際人権法の理論と実践」

講師 弁護士（第一東京弁護士会） 上柳敏郎氏

国際人権については，第54期まで，刑事弁護科目の講義の中で，主に自由権規約

(B規約）のうち刑事手続関係規定を取り上げていたが，国際人権の重要性に鑑み，

第55期以降は，全科目共通特別講義という形式に改めて国際人権全般にわたって講

演を行ってきた。

第69期においても，同様の趣旨に基づき，講師が，国際人権が全科目共通講義と

なっている理由や，国際人権法の国内的・国際的実施等について，国際NGOの活動

に関するロールプレイ及び講演を行った。

Ⅱ弁護共通

演習「弁護士倫理」

－ー
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１
１

’ ’
月
／
臼

月
／
日

1眼目
(gZ50～11:40）

2眼目
(12:40～14:30）

3眼目
(14:45～16z35）

1限目
(gg50～11$40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16:35）

暇 畑

民糠起案1願解29 月 26 月 刑弁混案2鯛肝 刑戴遍案2蛎解

刑戟起案之涜解全共特別誤轟 刑弁起案1臓爵30 火 27 火 検察起案2鯛醇
平成27年度（第69期）司法修習生

一■■=一一一一一一一一

民共演習4
(判決・講評〕

水 民共講習1 （ロ、弁碗期日1 刑共諭習(鞭拠柵示等） 28 水31 民兆起案2蛎膵

９
Ｊ
１A班集合修習日程予定表 刑共満雷【争魚笹理篭木

W1i共演習晶剛’金2

(注） 本表は予定であって‘確定日程ではない。
確定日穏は．毎週最婆登庁臼に配布する。

５ 月 足裁超秦2（即巳）

選択型実務修習
刑共問題研究
〈伯状・圃刑〉

刑戯起案1旗豚6 火
|鷺

水 刑弁問題研究 民共演習2〈弁裁準憶手続期日17

民共間肌研究（和解） 検察起案1鯛評8 木

Ⅲ
０
Ｊ
Ⅷ

刑弁起薬.2（即日） 金 考試

考試

考賦

勤労感謝の日

考試

考試

金9

｜

’’
月
／
白

検察問題研究
(被害者保腹）

1限目
(9250～11:40）

2限目
(12340～14:30)

3限目
(14省45～16:35）

民弁潅案1購評 21 月12 月隈

8

／
16

長井茂麓（和解集項） 刑散腫薬2（即日〕火 民雲購薗 13 火 22 火

一

水 民弁魁薬屋“1日ウ民誰問題研究1 14 23 水17 水
『
ユー 一一 －－一一一 一一一

検察起案2（即日）木 刑弁遷案1（即日） 15 木 24 木18

’民共演習3準俄 昆襲璽雷〈華屋整理》金 星塾墨要1 （即日》 金 25 金19 16

一

敬老の日22 月 刑戦潅案1 〈即隠） 19 月

｜
’

’ ’ 弁共演習
(弁鰻士愉理）

民弁演習《漉橡指腰ウ23 火 刑激闘M1研究 20 火 民12演習（争点“）

’
民共・・・民事共通

刑共・・ ・刑率共通

全共・・ ・全科共壷

民載・ ・

刑戯･ ･

民弁・ ・

刑弁・ ・

戯訓

級判
民戴起柔2旗解撲察起案1 （即日） 水24 水 21

率
事
剤
民

０
０

民弁間咽研究2民共満習1準備 秋分の日25 木 22 木
5井腫 弁共・ ・ ・弁眼共通

（即日） ・ ・・卸日起莱

(28． 3． 15司研企二印）
金 民弁起案7 （即日） 金 民共演習3《交互尋問〕26 23

凡例



②

(平成29 ． 2 ． 16）

第69期集合修習B班カリキュラムの概要
1

修 所法 研司



は しがき

平成27年度（第69期）司法修習生のうち,B班（実務修習地が東京，立川，横浜， さ

いたま，千葉，大阪，京都，神戸，奈良，大津，和歌山以外である者）を対象とする集合

修習のカリキュラムは， 14クラス編成で平成28年10月4日に開始され， 同年1 1月

16日に終了した。

第69期B班の集合修習のカリキュラムの概要は，この資料及び別添「平成27年度（第

69期）司法修習生B班集合修習日程予定表」のとおりである。

集合修習のカリキュラム策定に当たっては，法科大学院において修得した学識及び実務

の基礎的素養等並びに実務修習の成果を踏まえて「幅広い法曹の活動に共通して必要とさ

れる法的問題の解決のための基本的かつ汎用的な技法と思考方法」 （司法修習生指導要綱

（甲）第1章第1）を修得させる観点から，実務修習を補完し， 司法修習生全員に，実務

の標準的な知識，技法の教育を受ける機会を与えるとともに，体系的で汎用性のある実務

知識や技法を修得させることを旨としている （要綱（甲）第3章第1） 。

このような趣旨を踏まえ，第69期B班においても，修習記録を用いて司法修習生に文

書を起案させ，討論，講評を行うことを指導の中心としつつ（同第4の1） ，従来の司法

修習で要求していたような法律書面の全体を形式面も含めて起案させることにはこだわら

ず， より実質的に，書面の内容の根底をなす思考過程を明らかにさせることを重視する方

法で出題がされているほか， ロールプレイングも含めた民事・刑事の様々な講義，演習，

問題研究や法曹倫理， 国際人権等に関する演習，講演なども実施された。

司法修習生指導担当者各位におかれては，本資料を今後の実務修習における指導の参考

としていただきたい。

1



第1 民事関係科目

I 民事裁判

1 講義

集合修習の冒頭に，集合修習に向けてのガイダンスをし，集合修習における民事裁

判科目及び民事共通科目の修習内容を説明してその意義を理解させ，今後の学修方法

に関する指導を行うことで集合修習への動機付けを行った。

2起案

（1） 総説

1

1

l
l

l
(2) 起案1

ア事案の概要

’

2

一一



イ起案事項等
－

’

(3) 起案2

ア事案の概要

3



－一

イ起案事項等

演習（争点整理）

総説

3

(1)

4



(2) 事案の概要

’

(3) 演習内容等

F

D



|このように，本カリキュラムは，’
実務家としての基礎的かつ実践的な思考力，状況に応じた問題解決能力のかん養を

目的とするものであり，法曹としての実際の活動との架橋を意識したものである。

6



Ⅱ民事弁護

1 講義（和解条項）

（1） 実施の概要

(2) 講義の目的

2 問題研究1， 2

（1） 実施内容

一

(2) 事案の概要

(3)研究事項等

7



｜

’

3 起案

（1） 起案1

ア事案の概要

イ起案事項等

(2) 起案2

ア事案の概要

8



イ起案事項等

1

1

’
’
一

演習（法律相談）

実施の概要

’ ‘

4

(1)

’
’

(2) 演習の目的

法律相談は，受任に先立つ行為として，受任の可否，事案解決の見込み，処理

方針などを判断し，かつ，依頼者に対して，事案処理方針の説明，報酬等の説明

をした上で，弁護士委任契約の締結などを行う重要なステージである。また, ､依

頼者から適切に事案の本質を聴き出し，かつ，依頼者との信頼関係を醸成する重
－

要な場でもある｡I－－

9



(3) 事案の概要

アケース1

イ ケース2

’ 一一

(4) 実施内容

10



Ⅲ民事共漁

l 民事共通演習1から4まで

（1） 総説

ア趣旨

イ事案の概要

」I

(2) 民事共通演習1 （口頭弁論）

ア課題及び実演等

■

イ講評

l]



(3) 民事共通演習2 （弁論準備手続期日）

ア課題及び実演等

イ講評等

(4) 民事共通演習3 （交互尋問）

ア趣旨
－＝

イ事前準備等

ウ交互尋問等

エ講評等

■
例外部講師（裁判所職員総合研修所教官）による講評

＝－一

(ｲ） 教官による講評

(ｳ） 事実認定討論

’

12



－－－

’
(5) 民事共通演習4 （判決）

ア判決

イ講評

2 民事共通問題研究（和解）

1

1

13



第2 刑事関係科目

I 刑事裁判

1 起案

（1） 総説

■■■

1

一一一 一

なお，いずれの設問についても，書式，形式等を要求するものではないし，単な

る知識を問うものでもなく，新司法修習における指導理念に対応した，法曹として

の活動に共通して必要となる汎用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を

置いて出題している。

(2) 起案1

ア事案の概要

’’
イ起案事項

’

14



ウ講評

(3) 起案2

ア事案の概要
一

イ起案事項

’
ウ講評

15
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2 問題研究

（1） 指導目標

’
．

(2) 実施内容

(3) 69期における変更点

16



Ⅱ検 察

1 起案

（1） 検察起案の概要

’

Ｉ
I

’ 司法修習における指導理念に対応し，法曹としての汎
用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を置いた出題であり，刑事手続に

関する問題についても，単に法的知識を問うだけではなく，修習記録中に現れた具

体的な事実関係を正確に把握しなければ正解に達し得ない問題を出題するように配

慮した。

起案1

ア事案の概要

(2)

イ起案事項等

■－－

ウ講評
1

17



(3) 起案2

ア事案の概要

イ起案事項等

ウ講評

P

’
一

問題研究（被害者保護）

指導目標及び実施内容等

2

「

－

18



Ⅲ刑事弁護

1 起案

（1） 総説

刑事弁護教官室は，修習生に対して，具体的な刑事事件に基づきケース・セオリ

ー（弁護人の求める結論が正しいことを導く論拠）を確立する弁護活動の基本を指

導し，弁護人が行うべき最善の努力を尽くした活動とは何かを考えさせることによ

り，弁護人としての基本的な能力・技術， さらには，法曹の活動に共通して必要と

される基本的かつ汎用的な能力を修得させるとともに，法曹資格取得後の自己研鐙

への意識付けをさせることを指導方針としている。
一 －ー －可

(2) 起案1

ア事案の概要

イ起案事項

［
一一二一一一一

19



ウ講評

(3) 起案2

ア・事案の概要

イ起案事項

■－－

ウ講評

20



2 問題研究（量刑弁護活動）

（1） 指導目標

｢~－－－－
(2) 実施内容

ロ ーーーー一一

－－

21



Ⅳ刑事共通

1 刑事共通演習

（1） 指導目標

1

1

これらの演習を通じ，的確な争点整理を行う上での必要な視点を提供し， これに

より，法曹としての活動に共通して必要とされる汎用性のある基礎的な能力を修得

させるよう努めた。

(2) 実施内容

’

22



’

’

’
2 刑事共通問題研究

（1） 指導目標

(2) 実施内容

23



第3 その他の共通科目等

I 全科目共通

特別講義「国際人権法の理論と実践」

誰師 弁護士（第一東京弁護士会） 上柳敏郎氏

国際人権については，第54期まで，刑事弁護科目の講義の中で，主に自由権規約

(B規約）のうち刑事手続関係規定を取り上げていたが，国際人権の重要性に鑑み，

第55期以降は，全科目共通特別講義という形式に改めて国際人権全般にわたって講

演を行ってきた。

第69期においても，同様の趣旨に基づき，講師が，国際人権が全科目共通講義と

なっている理由や，国際人権法の国内的・国際的実施等について，国際NGOの活動

に関するロールプレイ及び講演を行った。

Ⅱ弁護共通

演習「弁護士倫理」

’

24



’
月
／
臼

月
／
日

1限目
(9350～”:4o〉

2限目
(12340～14330）

3眼目
(14:45～16:35）

1限目
(g:50～11840〉

2限目
(12:40～14:30)

3限目
(14:45～16:35)

曜 曜

17 月 全共特別脂縫 刑弁起案可鯛艀 14 月 刑弁起案2砺評 検察起案2購牌

18 火 民猿湿蚕1購簾 15 火 検察起案2購評 刑叙建案全麹1芹
平成27年度（第69期）司法修習生

’
民共演習4
(判決・顯詳）

水 民共演習1 （口頭弁臓期日） 刑共演習（証拠開示等，19 16 水 民弁起案2飼呼

B班集合修習日程予定表 20 木 刑共斌雷（争点撚哩零 自由研究日17 木

21 金 刑従洞習『鼻間 金18 考試

(注） 本表は予定であって，確定日程ではない。
確定日程は，毎週最終登庁日に配布する。

24 月 民叡起案白【即日》 21 月 考賦

刑戟間通研醜25 火 検察起案1購酔 22 火 考試

民共演習2｛弁織準備手続期日）26 水 刑弁問題研究 23 水 勤労感謝の日
1 1

刑鰹蓋案1魔酵27 木 民共間剛研究（和解） 24 木 考試

金28 刑弁起案2（即日） 金 考試25

’ ’
月
／
白

1限目
(9:50～11:40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:4s～16235）

刑共問題研究
(俄状・豆刑〉

暇 民弁起案1鱗解31 月

Ⅷ
ム
ノ
４

11

／
1

火 民数旗■ 民弁購義（和解条項） 火 検察起案2〈即日）

｜

’
水５ 民弁問題研究1 水2 民弁起案2（即日）

豆

6 木 刑弁起案1 （即日） 3 木 文化の日

W I U
丑 ■

一一一 口一一一＝ー

7 金 民裁起案1 （即日） 4 金 刑範墾垂2《即白，）

月 体商の日10 7 民共講習3璽個月 民弁漉菅(遼律相惑，

検察問題研究
(被害者保瞳）

火 検察起案1 （即日）11 8 火 民裁濡雷C争点整理）

’

民共・ ・ ・民事共通

刑共・ ・ ・刑束挑珊

全共・ ・ ・全科共通

民鮫・ ・

刑餓・ ・

民弁・ ・

刑弁。 ｡

弁共演瀞
(弁輝士倫理）

12 水 刑舞建築7〈即日） 9 水 民裁涜曹（争点整理）

’
木 民共蕪習1嬢個13 民弁問題研究2 10 木 墨欽趨凝2鯛肝

弁失・ ・ ・弁坦共通

(即日） ・ ・ ・即日懇輩
14 金 民鈴起案1 ’“I印 金 民共演習3（交互界間）11

(28． 3． 15司研企二印）巴三三三＝ー

凡例



③

第70期修習日程

分
野
別
実
務
修
習

※なお,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後, 5科目の筆記考試が行われる予定である。

1

I

修習区分
A班

修習期間 稜動日

B班

修習期間 移動日

導入修習

饒始日 28.12.2. （金）

終了日 28.12.22. （木）

実日数 15

28. 11.27(日）～

28, 12.1(*)X5E

28. 12.23(金)～
28.12.28(水)※6日

開始日 28.12.2. (金）

終了日 28.12.22. （木）

実日数 15

28.11.27(日)～

28‘ 12． 1(木)※5日

28. 12.23(金>～
28.12.28(水)※6日

第1クール

第2クール

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

29. 1.4. （水）

29.2.27. （月）

38

29.2.28. (火）

29.4.23、 （日）

38

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

29.1.4. (水）

29.2.27. （月）

38

29.2.28. (火）

29.4.23. （日）

38

第3クール

開始日

終了日

実日数

29.4.24. （月）

29.6.16. (金）

37

開始日

終了日

実日数

29.4.24. （月）

29.6.16. (金）

37

第4クール

開始日

終了日

実日数

29.6. 17. (*)

29.8. 10. (木）

38

開始日

終了日

実日数

29.6.17. (土）

29.8.10. (木）

38

選
択
型
実
務
修
習
及
び
集
合
修
習

集合修習
開始日

29.8. 14. （月）

終了日 29.9.25, （月）

実日数 30

選択型修習
開始日

29.9.29. （金）

終了日 29. 11. 154 (水）

実日数 32

自由研究日 29. 11.16. (木）

29.8.11(金)～

29.8.13（日）※3日

29.9.26(火)～
29.9.28(木)※3日

選択型修習
開始日

29.8. 1l. (金）

終了日 29.9.29. （金）

実日数 34

集合修習
開始日

29. 10.3. (火）

終了日 29. 11.15. (水）

実日数 30

自由研究日 29. 11.16. (木）

29.9.30<土)～

29, 10.2(月)※3日



④

(平成29．3． 16）

第70期導入修習カリキュラムの概要

司法研修所



はしがき

導入修習は,修習開始段階で司法修習生に不足している実務基礎知識･能力に気付かせ，

かつ，より効果的，効率的な分野別実務修習が円滑に行えるようにすることを目的としてい

る。

第70期司法修習においても， この導入修習の目的に沿った教育効果を上げることを企

図してカリキュラムを策定し，実施した。その概要は，本資料及び別添の「第70期導入修

習日程表」のとおりである。

司法修習生指導担当者各位におかれては，分野別実務修習における司法修習生の指導に

当たって本資料を参考にしていただきたい。
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第1民事関係科目

民事裁判

1即日起案・解説

（1） 目的

I

(2)事案の概要
一

回

(3)起案事項

１

‐

｜

(4)講評等

口
2



2民事事実認定の手法と解説

3裁判官の役割・職務，裁判修習のガイダンス（刑事裁判と共通）
－‐~－－－－1

I

3



4



民事弁護

講義

(1)講義1 （民事保全・民事執行）

ア実施の概要

Ⅱ

1

１
１

/r DVD教材の内容

ウ設問内容

(2)講義2 （弁護士の職責等）

2問題研究（即日起案等）

（1） 目的

5



B
(2)事案の概要

I

(3)実施内容

ア問題研究1 （事案分析・回答書作成）

ロ

イ問題研究2（即日起案）

ウ問題研究3 （主張書面の書き方）

3演習

（1）演習1 （立証）

ア実施の概要
Ｉ

’

6



’
イ設問内容

｜
‐ I

(2)演習2 （契約）

ア実施の概要

イ題材とした事案等

7



Ⅲ民事共通

1 民事第一審手続の概説（講義）

2民事総合1 2

’

１
１

8



9



第2刑事関係科目

I 刑事裁判

1講義（事前課題解説等）

■－
’

■■■■－

2即日起案・事前課題の解説

（1）即日起案

ァ目的

イ事案の概要
－

一一一一一一

ウ起案事項

エ解説

1

1

－ 1

(2)事前課題の解説等

｜
’

’

一一' 。

10



裁判官の役割・職務

民事裁判の項参照

裁判修習のガイダンス（民事裁判と共通）3

11



Ⅱ検察

1導入講義

2即日起案

(1) 目的

(2)事案の概要
I

１
１
１

(3)起案事項

3捜査演習
’

12



4即日起案講評十検察官の心構え等

■■■■■
I

13



Ⅲ刑事弁護

1刑弁演習1 （捜査弁護）

（1） 目的

’
(2)事案の概要

(3)実施内容

2刑弁演習2 （即日起案の解説・否認事件）

（1） 目的

l －_

(2)事案の概要

ll
l

(3)起案事項

I－

’
(4)講評等

’
’ －■

14



3刑弁演習3 （量刑事件）

（1） 目的

1

(2)事案の概要

一■

(3)実施内容

■

15



刑事共通

1刑事問題研究（勾留）

（1） 目的

Ⅳ

ケー

(2)事案の概要
－－－－－ ー－－

Ｉ

Ｆ

(3)実施内容

2刑事共通演習基礎（公判前整理手続）

（1） 目的

充実した公判の審理を実現するためには，公判前整理手続において的確かつ迅速

|I
一

○

に争点整理を行うことが不可欠である。

■

■ 一－－

(2)事案の概要

I－

｜ －－－

16



(3)実施内容

17



第70期導入修習日程表

|曜’曜 ’A班月／日 B班

2鳳目(16S分〉
(W"25|～17:”）

民弁問題研究1’<事案分析）

1級目(1 10分)'’
＠1 鰯as一利窒淫5〉

刑裁膿稜嘩前課題解鋭霧）
’

2限目〈110分）
(13:15～15:05）

検察導入講義

3限目(110分）
（15920～17;10)

刑弁演習1(捜壷弁腰）

1眼目(165牙）
(10:35,～11:550 12:45～14810)

屋癖､瀞鮮(購謁
金12月2日

■■■■■

1限目(165分）
(10805～11:55,12:55～73:50）

民事第1審票続の概脱(講義）
（民裁･民弁）

．2限目(1‘65鋼
例4§OS～16:so）

民弁問題研究1(露案分析）

1限目(110分）
<10:OE～1195底）

刑戯講義(事前課題解脱瀞

2限目(110分》
(12:55～14:45）

検察導入臓義

3限目(110i分）
（15:00～1s福O）

刑弁淡習1(捜査弁護）

12月5日

A班尽食会
①
月

’
1限呂(180分）
(罪50唇1曇5鋤

民裁即日起案

2隈目(180分）
(14:00～17:CO）

検察即日起案

1隈g(18,録）
(950～1Z:5画

民裁即日起案

2限目(180分）
(14:O0～17ECO）

検察即日起案

12月6日 火

’一

1眼目I(18p分）
(gtSO~12:50)

民弁問題研究Z《即日起案）

2鼠巨(180釦
(1心00～17”鋤

刑蕊即日起案

1限目例80分)．
{g;SO-12tSO)

民弁問題研究2(即白起案）

Z賦目街8･鋤
(1“OG～17．00）

刑蛾即日起案

水12月7日

1隈目(85分>
(9:50～洞:15)

刑事問題研究(勾留）
(刑裁･検察･刑弁）

2限目〈85分)
(11sSO'～12g10,13:10～13855)

民事総合1
（民裁､民弁）

3眼目(180分）
(14810～17:10)

刑弁即日起案

1限目(86分）
(9t50～11:15）

民事総合1
(民薮･民弁）

2隈目(85分）
(11:30～12310,1"0'～13:55)

刑事問題研究(勾留）
（刑諏･検察睡刑弁）

3限目(180分〉
(14:10-17:10)

刑弁即日起案

12月8日
B甑扁食会
①
木

←

■
1.隈目(17Q分》

(9:SO～1:1きちO0123SO～13340)

民弁演習1(立雄）

2限目側70分）
（稗緬O島1a5O》

民弗演習2(契約）

12月9日
B班昼食会
②

(9$50～11:50．12:50～16:50）

捜査演習
（検察）

金

（9:50零1－2．20413320＝15良Sc》

刑裁即日起案｡藁前脚題の騨説

【g吾50～1125p,12:50~fle海q)

篇畿師臼起案解鋭
12月12日 月

1鯉目(170分）
(9:50~1 1250012: 50|~18:40)

民事総合2
（民裁･民弁）

’
・綱目(1”分）
側縦℃O～16f5b)

民弁問題研究3(主張書面）

（9:50～12920013:20～16海O）

刑弁演習2(即日起案解脱･否麗事件）

火12月13日

ﾛ

T腰目(17･労り
【戯so～11 25oi 1畠嘱O～13$4切

民票事案認定の手法と留愈点
（唾）

2脚目 <170'分)
(T4800,～16f50)

民弁講義1(民事保奎民事執行⑪

12月14日
A班昼食会
②

（9850－”:50．12950－1銃50）

刑事共通演習基礎(公判前整套手続）
（刑裁§検察‘刑弁）

水 I

ﾛ■■■■■■■■

1限目(WO分〉
(9:5Q～112顕b"2:5Q-･1"4o)

民弁問題研究e<主張書面）

2限目(170分ツ
(1"Op'-163So)

民弁演習1(壷鉦）

（9:50～12:20, 13:20～16850）

捜査演習
（検察）

(9:SO～11f50．12:50-16950〉

刑弁演習2(即日起案解脱･否麗事件）

（9．50～-12820"13.ZO～1G95p）

刑裁即日義案窪事前繰題の解娩

12月15日 木

(9．50F智12:20‘13s20～､15ｮ5｡）

民裁即日起案解脱
〈
垂12月16日

ロ

I2限目 (170分）
（1490,～1鰯50）

民弁演習2.喫約）

1眼目(170分）
(g;so～11§50.12:so～13$40）

民事総合2
（民裁･民弁）

12月19日
月

I
一＝一一=＝＝＝

●

2隠目(WO分)’
（1430｡～16:so）

民弁誰錘1(民蕊保全･民事執行①）

T限目《祠鰯剥
(⑨;50-抑.S･' 1'ZgQ－千s4，〉

民寒実麗定の季法と溌意点
（民裁〉

（9毒0－12:20,.13号20～16癌O）

刑事共通演習基礎(公判前整理手続）
研1難q検察･刑弁）

12月20日 火

2限目(80分）

”:50～12:10)

(幹繍等）
鯉糊
鴎f購郵〈民事保全・
民束帆行②)‘

3限目(60分）
(15;50～16鉤、

留意事項
毒務局長

2限目(140分ソ
ns;10～1s230）

刑弁演習3(量刑蕊件）

1限目(170分）
(g:5O～11950012:SO～13240)

検察即日起案講評十検察官の心構え等

2眼目(170分）
【14100-16950）

戴判管の役鰯繍蟻雷画吋ダﾝｽ
水12月21日

2眼目(80分）
（加巧lOwfi2:10)

(弁謹譲羅篝》

1眼目(170分）
（9:so～11:50.12:50～1s:40）

検察即日起案購評十桟察官の心構え等

2限目(170分》
〈1.4goo～15250》

鐘判窪の役割瀧霊瀧腎”ｲダﾝｽ

T限目!(50分）
（9釦御α4⑩

鴎鴨鴨瀞金．

2隈目(1細分）
（1s810～15930）

刑弁演習3(量刑事件）

3限目(60分〉
【15:50～16850）

留意事項
事務局長

12月22日 木
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ｌ
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吐

月
／
白

月
〆
日

1眼目
(9:50～”:40）

2限目
(12840～14§30）

3限目
(14:45～16:35）

1限目
(9950～11$40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16935）

師 曜

民共演習4
(判決一編脾）

28 月 民種冠塞1＆R癖 25 月 民弁起案盆購醍

29 火 刑弁起案1鵬騨 1M共満習(証艶聞示等I
平成28年度（第70期）司法修習生

水30 刑共講習(争点整理等1

A班集合修習日程予定表 31 木 剛共涜習ｨ尋問〉

９
ノ
ー

－

選択型実務惨習

金 民鹸起案Z《即,臼）

(注） 本表は予定であって。確定日程ではない。
確定日程は，毎週最終登庁日に配布する。

4 刑弁起案2吟 (即日）

’5 火 榊殿這毒1鵬酔 検察起案1鯛解

’6 水 検察起案1購酔 民共洞習倉(弁臆翠備手鰐期日）

7 木 刑寂隠舞2（即肩）

検察起案2（即日）
｜ I

’
月
／
日

Ⅱ
ノ
、

1限目
(gl50～11;40）

2限目
(12240～14:30）

3眼目
(14945～16:35）

曜 8 金 金 率
一
識
蔀
識
一
部
．
｜
識

8

／
14

月 民顛購職 全共糒別|風勇 月 弁共講習(弁躯士愉窪）11 民鈴鐸1鮒辞 月20

’剛共間脳研涜
（憎振･母刑》

検察問題研究
(被害者保獲）

15 火 民弁刷珊研究1 12 火 民共間鯛研究(和龍） 21 火

16 水 昆埜逼塞1 《剥画） 水 民弁起室2（即副13 水22

一一一

’二一一

17 木 刑弁起案1 （即日） 14 木 民共演習3必偶 民転涜雷(争点趣） 23 木

’ ’
、

18 金 民共荊習1醒備 長井澗醜研究2 金 遅豊遭雷〈争点整理）15 刑弁問朋研究 24 金

－

21 月 刑縫起室1 （即S〕 月18 敬老の日

民裁賎案2鱗卿火22 検察起案1 （即日） 19 火

凡倒

民戴・ ・ ・堅亭毎判

別粒・ ・ ・刑事戯判

民弁・ ・ ・民事弁腹

刑弁・ ・ ・剤恵弁圃

民共・ ・ ・民事共遇

刑共・ ・ ・刑事共通

全共・ ・ ・全科共通

弁共・ ・ ・弁硬共通

（即日） ・ ・ ・即日起案

13司研企二印）

23 水 民弁超案1 《即日》

民共演魁(鐵裳相践）民弁演習(瀧律相践）

20 水 民共演菅3(交互尋問）

’24 木 民弁竃稜（和解柔項） 21 木 刑弁遷案2撫解 刑戯鐙エZ湧酔

’25 金 民共瓶習1（ロ頤弁醸期日） 刑鞭卿題研究 22 金 刑戟蒄察2，鷹騨 検察起案2胴評
（29． 3

、



’
月
〆
目

月
／
日

1眼目
(9:50～11940）

2限目
(12340|～14:30）

3眼目
(14:45～16:35）

1眼目
(9:50～11:40）

2限目
(12:40～14930）

3限目
(14:45～16;35）

暇 咽

＝＝ ＝－

刑鉛起案2購岬民弁講裁（和解集項）16 月 民弁演習(法律相脚 13 月 刑弁超案2購評

17 火 民輩遍療1餓辞 14 火 刑詮起案良調踊 検察起案2賑評平成28年度（第70期）司法修習生

’ 刑弁起案1職鰈 民共演習4
(判決・鋼鮮）

18 水 刑戟間甑研究 15 水 民弁起案2購脾

B班集合修習日程予定表 19 木 民共演留1(ロ眼弁論期日） 刑共演雪ｲ醗拠開示癖） 木16 自由研究日

金20 刑共演召〔争点等理零 17 金 考試

(注） 本表は予定であって‘確定日程ではない。
確定日程は，毎週最終登庁日に配布する。

23 月 刑共調晋(尋問） 20 月 考試

24 火 曼壁記窒2（諏臼】 21 火 考試

25 水 刑弁起案2《即日） 水22 考試

’26 木 刑裁露1購辞 検累起案1論評 23 木 勤労感珊の日

’

｜

|
27 検察起案1講評金 民共洞雪2《弁鐘準備手鏡期日1 24 金 考試

’
月
／
日

1限目
(9:50～11＃40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16:35）

曜 30 月 刑融通裳璽（即日】

10

／
3

検察間剛研究
(被害肴保腫）

火 民裁湧橿 火 民共間剛研究(和解）31 民鈴湿索1頑評
－

11

／
1

4 水 民裁霞案1 （即日）

民券問題研究1

水 検察起案2（即日）

5 木 2 木 民弁濯案2（即日）

金6 刑弁起案1 （即日） 3 金 文化の日

１
１

月9 体育の日 6 月 民共演習3準備 民薮涜智『や卓整瑠）『

刑共脇漉研究
(怖状・量刑）

10 火 刑戦鐙案1 6即日〕 7 火 民難溌習（争蕊整理）Ｉ
Ｌ
』
■
■
■
■

L－ _」－－b一 一

▼
●
■
●

鉱
賊
弁
一
弁

民
刑
民
刑

･民事裁判

･刑率裁判

･民率弁鰻

･刑市井頃

民共・ ・ ・民亭共通

刑共・ ・ ・刑率共通

全共・ ・・全科共通

弁共・ ・・弁膜共遥

（即日） ・ ・ ・即日起案

13司研企二印）

水 検察起案1 （即日）11 8 水 全共特別臓鞭 刑弁間皿研究 弁共液習(弁姪士倫理）
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Ｉ
ｌ
」 立法の目的 1
法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るため，司法修習生に対し，
修習給付金を支給する制度の言I設等を行う必要がある。

〃

Ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
」

h

法律案の概要 」

1 修習給付金の支給等 (第67条の2及び3関係）

司法修習生には，その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間，

以下の修習給付金を支給するものとする。

（種類）

類
種

①
②
⑧

く

墓本給付金（一律支給）

住居給付金（住宅を借り受け，家賃を支払っている場合）
|多習に伴い住所°居所を移転する必要が認められる場合多転給ｲ3

篝撫晨薑綴鮒欝万円]≦予"’※I

11については、貸与額を見直した 上記制度と併存させる。上でなお，現行の
~

(第68条関係）2懲戒に関する規定の整備

最高裁判所は，司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない

非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは，罷免以外に
をすることができるものとする。|多習の停止又は戒告の処分

〆

豚
」

h

I施行期日

平成29年11月1日
〆

'二 裁判
一 ．所法の一部を改正する法律案の概要



⑧

裁判所法（抜粋）

(裁判所法の一部を改正する法律（平成29年法律第23号）に関連する部分）

第67条の2 （修習給付金の支給）司法修習生には， その修習のため通常必要

な期間として最高裁判所が定める期間，修習給付金を支給する。

②修習給付金の種類は，基本給付金，住居給付金及び移転給付金とする。

③基本給付金の額は,司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために

必要な費用であって，その修習に専念しなければならないことその他の司法

修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。

④住居給付金は， 司法修習生が自ら居住するため住宅（貸間を含む。以下こ

の項において同じ｡）を借り受け，家賃（使用料を含む。以下この項におい

て同じ｡）を支払っている場合（配偶者が当該住宅を所有する場合その他の

最高裁判所が定める場合を除く。）に支給することとし， その額は， 家賃と

して通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。

⑤移転給付金は,司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転すること

が必要と認められる場合にその移転について支給することとし，その額は，

路程に応じて最高裁判所が定める額とする。

⑥前各項に定めるもののほか，修習給付金の支給に関し必要な事項は，最高

裁判所がこれを定める。

第67条の3 （修習専念資金の貸与等）最高裁判所は， 司法修習生の修習のた

め通常必要な期間として最高裁判所が定める期間，司法修習生に対し，その

申請により，無利息で，修習専念資金（司法修習生がその修習に専念するこ

とを確保するための資金であって，修習給付金の支給を受けてもなお必要な

ものをいう。以下この条において同じ｡）を貸与するものとする。

②修習専念資金の額及び返還の期限は，最高裁判所の定めるところによる。

1



③最高裁判所は，修習専念資金の貸与を受けた者が災害，傷病その他やむを

得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となったとき，又は修

習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済

的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは，その返還

の期限を猶予することができる。この場合においては，国の債権の管理等に

関する法律（昭和31年法律第114号）第26条の規定は，適用しない。

④最高裁判所は,修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身

体の障害により修習専念資金を返還することができなくなったときは，その

修習専念資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

⑤前各項に定めるもののほか,修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事

項は，最高裁判所がこれを定める。

第68条（罷免等）最高裁判所は， 司法修習生に成績不良，心身の故障その他

のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事

由があると認めるときは，最高裁判所の定めるところにより，その司法修習

生を罷免することができる。

②最高裁判所は，司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに

適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認める

ときは，最高裁判所の定めるところにより，その司法修習生を罷免し，その

修習の停止を命じ，又は戒告することができる。

以上



⑨
導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果

○第69期司法修習生に対し,集合修習開始時にアンケート調査を実施した。
司法修習生1785人中1556人が回答(回答率87.2％)。

○導入修習を通じて知識｡能力の不足を感じた者と,分野別実務修習中に自学自修に取り組んだ者の割合

（図表1－1－1）
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■導入修習を通じて知識｡能力の不足を感じなかった
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○68期との比較

（図表1－1－2）
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■導入修習を通じて知繊･能力の不足を感じ,自学自修に取り組んだ

■導入修習を通じて知謙･能力の不足を感じたが,自学自修に取り組まなかった

6導入修習を通じて知厳･能力の不足を感じなかった
－－－

(図表1－1－3）
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(図表1－1－4）
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○自学自修の内容

（図表1-2）
※自学自修の内容に係る各選択肢に1項目でもチェックを付けた人数の割合
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○導入修習のカリキュラムがどの程度役に立ったか(全体）
（図表2－1）

※カリキュラムの中に｢役に立たなかった｣ものがあると答えた者の割合

【69期】 【68期(参考)】
一一－－－－一。■■■ －－－－ 宅

’■ある■ない無回答 ■ある■ない■無回答
－－－
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○導入修習のカリキュラムがどの程度役に立ったか(項目別）
（図表2－2－1）
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○68期との比較

（図表2－2－2）
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(図表2－2－3）
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○分野別実務修習を円滑に行うため,導入修習の段階で学んでおきたかったことはあるか

（図表3）

【69期】 【68期(参考)】

－－－1
－1

■ある■ない無回答 園ある■ないI謡回答

【自由配載欄の回答状況】

179人が『ある｣と回答(全回答者中約11

回答数(のべ人数)が多かった項目

①起案･書面の書き方28人

②倒産法の知識 20人

③事実霊定の手法 16人

④和解腫示談に関する知識輿技法11人

④訴訟手続一般 11人

④家事事件の知識 11人

⑦執行･保全の知識 10人

⑦取調べの手法 10人

⑨法律相談･受任の手続9人

5％）
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⑩
導入修習に関するアンケート集計結果

○第70期の司法修習生に対し,導入修習終了時にアンケート調査を実施した。
司法修習生1528人中1496人が回答(回収率97.9％)。

○導入修習を通じて知識･能力の不足を感じた者,自学自修に取り組んだ者の割合

（図表1－1－1）
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塵導入修習を通じて知識･能力の不足を感じ,自学自修に取り組んだ
■導入修習を通じて知識･能力の不足を感じたが,自学自修に取り組まなかった
,導入修習を通じて知織･能力の不足を感じなかった

○69期との比較(1)

（図表1－1－2）
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■導入修習を通じて知議･能力の不足を感じたが自学自修に取り組まなかった

導入修習を通じて知議･能力の不足を感じなかった
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○69期との比較(2)
（図表1-1-3）
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画導入修習を週じて知識･能力の不足を感じなかった

○69期との比較(3)
（図表1－1－4）
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自学自修の内容

（図表1-2）
※自学自修の内容に係る各選択肢に1項目でもﾁｪｯｸを付けた人数の割合

○

60%0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

’
1

1 I |

｜ 法律基本書 35.0％

｜ ’
’法科大学院の復習 1s6％

’

ロ■■■■■■■

■研修所教材等 56ユ％

’
導入修習の復習 ﾖOら4発

その他

3／9ページ



○導入修習を通じて不足していた知識｡能力をどの程度補うことができたか
（図表1－3－1）
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(図表1－3-2)※母数:不足を感じた者
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○導入修習中に自学自修に取り組まなかった理由
（図表1-4）※理由別の回答者数(延べ人数）
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○実務修習中に自学自修に取り組む予定はあるか
（図表1-5）
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○導入修習のカリキュラムがどの程度役立つと思うか【全体】
（図表2-1）
※カリキュラムの中に｢役立たない｣ものがあると答えた者の割合
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○導入修習のカリキュラムがどの程度役立つと思うか【項目別】
（図表2－2）
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○69期との比較
(図表2－2－2）
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(図表2－2－3）

09＆ 10％ 20％ ヨ0％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

■
0.9％鯛

明

＃

＃

９
０
６
７

刑
事
悶
肋
研
究

｛
拘
琶
｝

28.79ｺ 7％U§騨

塾辨 卑咽"5％
0.7％

ｱ瓢』や

期
期
９
０
６
７

刷
事
発
遷
演
吟
基
磯

蚕
割
前
整
理
亭
廷

1&" Esc9 1％

0．4％

野‘2％騨唖
0.7％

811蕊

期
期
９
０
６
７

荊
騒
旗
遥

｛
率
酌
湿
題
熊
襲
壷

韮鱗 ・睡1羽
0.6粥

弓

u

廻,” 恥幾■3％
■■■■■■■■■■■■■

’
殉

1－Z％

ﾕa7 m酢帖’朋
明

１

１

９
０
６
７

嗣
鮫
即
日
起
案
。

事
前
蝿
朗
の
鯖
鯉

0.7％

4％

L醗

"9.ｺ

鯉⑬％
0.6％

69期 Z5.1発63柾篭
寮
母
入
撫
転
捜
査
涜
魑

遜砕 露炉睡
L1％

70期 濟.ヨ

’ 鵬，‘
0‘6％

69期 CBJ？ 測感

2n醗 Z感』13%
1-1％

70期 了冒

朋

期

＃

９
０
６
７

検
察
即
日
起
案
醗
酵

摸
緊
寳
の
心
卿
え
毒

1凱醜 ■
04粥

7コ済

酒.顕 ユ騨認
0.9％

壁目

１
１

脚

期

１

９
０
６
７

刑
弁
演
習
１

（
捜
登
弁
姦
）

鬮露％
0.9％

Z罫鰯‘E'8 1

5稲

09％

刀

趣3郷 』■
0.7％

I期
期
９
０
６
７

嗣
弁
廉
雷
２

《
即
日
起
蒙
解
眼
↑

否
阻
砺
件
』

ﾇ1t凸

'ﾌ;6％ ‐ﾛD.7%
0.9％

閉”J1

■卿
岨

勺
エ
グ

ｊ

９
０
６
７

刑
寿
病
言
冨

《
量
刑
幸
儒
】

6ﾖロ』'、 24.鍵 9％

0.7％

’ 2■2ﾕ身ﾂ‘
1.f％

'0％7 6

一
蝿期

姻
９
０
６
７

種
割
官
の
役
割
。

哩
湧
等

184$I、3

’ ロ自酷 2J.”

■役立つ■少しは役立つ あまり役立たない■役立たない■無回答

9／9ページ



資料1－1

第70期修習結果簿集計結果(民事裁判修習:第1クール） ⑪
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－ －－

保全事件

■具体的事件の修習

■講義形式のみの修習

■修習の経験なし
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※括弧内の数値は該当者数
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資料1－2

【70期】修習結果簿集計結果(刑事裁判修習:第1クール）
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令状事務の経験割合
0％

■経験あり

■経験なし

※括弧内の数値は骸当者数
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模擬裁判の経験割合
0.0％
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■経験なし

※括弧内の数値は該当者数
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資料1－3

⑬【70期】修習結果簿集計結果(検察修習:第1ク ル）ー
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捜査実務修習(身柄事件,経験事件数分布） 平均 1．9件(人）
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ー四判実務修習の経験

ロ経験あり

、経験なし
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資料1－4

【70期】修習結果簿(第1クール:弁護修習)集計結果 ⑭
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刑事弁護経験(被疑者

･被告人弁護)の有無

■両方あり

で被疑者弁護のみ

■被告人弁護のみ
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の
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[質料6］選択型実務修習全国プログラム集計(第69期） 選択型実務修習全国プログラム集計(第70期）

庁会 実施庁会 プログラム名
｢

庁会プログラム数 募集人数 応募人数 実施庁会 プログラム名 プログラム数 募集人数 応募人数

東京地裁

大阪地裁

知財 4 東京地裁80 91 銅
一
”

4 80 鍋
一
旧
一
価

裁判所 裁判所
知財 4 32 大阪地裁20 4 32

検察庁 法務省 法務行政

大規模事務所

渉外

検察庁 法務省２
７

60 価
一
釦
－
４
’

法務行政

大規模事務所

2 70

即
－
５

6 15 9

５
’
２

湖
一
噸
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■■■■■

1

東京三会 東京三会
知財 4 5 2 4

弁護士会 弁護士会既
存
プ
ロ
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ラ
ム

企業法務 ２
｜
即
一
糊

既
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プ
ロ
グ
ラ
ム

2 2 企業法務

渉外

2 2 ３
｜
Ｗ
－
２

04渉外 30 24 22 33

11

大阪 大阪
知財 13 6 知財 10

法テラス
ー

外務省

69 法テラス100 149 69 111 166

外務省1 1 8 1
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』
■
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■ 8
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！
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日弁連国際室

2 4 12 UNHCR 2 2 12

1 1 1 IOM
－
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11 2

２
’
２

4 22 2 4 22

2 8 ILO

日弁運国際室

2 2 ８
’
７計 134 358 527 2 2

■ ■

許 484138 377

国 ４
｜
柏

5 62

新
規
プ
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ム

地方自治体

福祉機関

10 43 国

地方自治体

福祉機関

3 6 22

新
規
プ
ロ
グ
ラ
ム

１
１

10 12 66 6 7 四
一
鋼
一
，
姻
一
妬

民間企業 帽
一
加

16 264 9 12

公設事務所 10 民間企業41 15 16

計 50 53 公設事務所等476 9 9

計 42 50 336

｜ 合計 ’合計 |w1 4n l '"O0' |184 411 1.003

l 合計 I | 180 1 427 1 820

⑤〔注]人数はA班とB班の合計 〔注〕人数はA班とB班の合謝．
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日弁連法1第143号

2016年（平成28年） 8月8日

弁護士会会長殿

日本弁護士連合会

事務総長出井直樹

（公印省略）

司法修習生が取り扱う弁護修習関連の情報セキュリティ

対策について（依頼）

日頃より， 当連合会の活動に御理解をいただき，誠にありがとうございます。

さて，近時の情報セキュリティを巡る諸情勢や個人情報保護に係る厳しい社会

的要請に鑑み，弁護士のみならず，司法修習生が取り扱う弁護修習関連の情報の

セキュリティ対策について取り組む必要があります。

当連合会では，かねてから弁護士実務における情報セキュリティの重要性の認

識を高め， 2013年（平成25年） 12月19日付けで「弁護士情報セキュリ

ティガイドライン」を作成し，弁護士の情報セキュリティ対策を支援してきたと

ころ，今般，司法修習生が取り扱う弁護修習関連の情報に関し，必要な情報セキ

ュリティを確保するための対策として，別添lのとおり 「司法修習生が取り扱う

弁護修習関連の情報のセキュリティに関するルール」を策定しました。なお，裁

判修習においては既に同様のルール化と取組が図られております。

今後，貴会に配属される司法修習生に対しては，別添'及匪 ’

’ を配布いただくと

方法により，所要ともに，別紙様式の申請書兼誓約書を提出させるなどの適宜の方法により，所要

の措置を講じていただくようお願いいたします。また，貴会の司法修習委員会委

員長，個別指導担当弁護士及び選択型実務修習におけるプログラム担当弁護士・

外部担当者に対しても，情報セキュリティ確保の重要性や個人情報保護の観点か

ら，本ルールを周知いただきますようお願い申し上げます。

添付資料

別添1 司法修習生が取り扱う弁護修習関連の情報のセキュリティに関するルー

ﾉレ

’
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司法修習生が取り扱う弁護修習関連の情報のセキュリティに関するルール

近時，情報化社会の進展に伴う情報セキュリティを巡る諸情勢や個人情報保護に

係る厳しい社会的要請に鑑みると，司法修習生が取り扱う弁護修習に関する情報に

ついてセキュリティ対策を講じる必要がある。殊に，弁護修習中，司法修習生は個

別指導担当弁護士などが取り扱う生の事件に関する情報に接することとなるが， こ

のような情報が流出・漏洩した場合には，事件の当事者等の関係者に取り返しのつ

かない損害を与えることとなることはもちろん，当該司法修習生や個別指導担当弁

護士にとどまらず，弁護士会や司法研修所の責任が問われることとなり，ひいては，

司法に対する国民の信頼も損なわれることとなりかねない。そこで，司法修習生が

弁護修習中に取り扱う情報，特に生の事件に関する情報について，その流出・漏洩

を防止するとともに，将来法曹となる司法修習生に情報セキュリティの重要性に関

する自覚を促すため，以下のとおりルールを定めるものとする。
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平成29年6月

第69期導入修習の評価の概要

司法研修所

1 総評

導入修習は，修習開始段階で司法修習生（以下「修習生」 という。 ）に不足している実務

基礎知識・能力に気付かせ，かつ， より効果的・効率的な分野別実務修習が円滑に行えるよ

うにすることを目的として，第68期司法修習から新たに実施された。司法研修所では,第

68期導入修習により上記の目的がどの程度達成され， どのような課題があったかを把握し

た上で，その課題を克服してより充実した導入修習を実施するため，各教官室において，修

習生に対するアンケートの結果，配属庁会の指導担当者や司法研修所教官の所感等も踏まえ，

第68期導入修習についての評価を行った。その結果は，いずれの教官室も，第68期導入

修習は，その二つの目的に照らして一定の効果が認められたと評価しており，分野別実務修

習に円滑に移行するために必要な事項はほぼカバーし， また，導入修習の期間が現状の規模

であれば分野別実務修習期間の短縮による格別の支障は生じていないが，なお， カリキュラ

ムの工夫，事前学修の充実，科目間連携等を一層進めるべきであるというものであった。

第69期導入修習は，第68期で確認された課題を踏まえ，カリキュラム内容を一部見直

して実施された（カリキュラムの概要は別紙のとおり） 。司法研修所では,第68期と同じ

目的及び方法で，第69期導入修習の評価を行った。その結果は，以下のとおり，総じて，

第69期導入修習についても，第68期と同様に，導入修習の二つの目的に照らして一定の

成果が認められたと評価するとともに，現状の規模であれば分野別実務修習期間の短縮によ

る格別の支障も生じていないというものである。以下，今後の課題も併せて，その概要を述

べる。

2第69期導入修習の評価

（1）第69期導入修習におけるカリキュラムの見直し等

第69期においては，分野別実務修習を見据えて，修習生が法科大学院で経験していな

い争点整理手続に主眼を置き，カリキュラム間の連携を意識したり （民事裁判） ，事実

認定につき，事前課題から導入修習の各カリキュラムを通じて段階的な学修ができるよ

う工夫したり （刑事裁判） ，法科大学院で履修していない者もいる民事保全・執行につ

き，講義時間を拡大して基礎的内容から実務的内容までカバーするようにしたり （民事

弁護） ，修習内容の効率的な実現及び修習生の負担軽減の観点から同一の事案を異なる

カリキュラムで連続して使用するほか，主に量刑が問題となる事件の弁護を新たに取り

上げる（刑事弁護）などした。

教官としては，いずれの見直しも所期の成果を上げたと見ており，導入修習の結果，分

野別実務修習における学修に向けた素地が整ったといえる。

1



(2)修習生アンケートの結果

第69期導入修習の終了時に実施したアンケートでは，導入修習の各カリキュラムの中

で，一つでも「役に立たない」ものがあると回答した者は4． 3％にとどまり，その割合

は第68期より減少した。また，集合修習開始時に実施したアンケートでは，多くのカリ

キュラムで「役に立った」 ， 「少しは役に立った」 との肯定的な評価が約9割に達したほ

か，第68期では比較的肯定的な評価の少なかった一部のカリキュラムについても，肯定

的な評価の割合が高まっている（民弁講義2 （弁護士の職責等） ：70．8％→83.5％，裁判

官の役割・職務，裁判修習のガイダンス：73．7％→79.3％） 。また，事実認定の知識や実

体法・手続法の知識等の各項目について，ほぼ5割ないし6割以上の者が導入修習を通じ

て不足を感じ，その多くの項目について不足を感じた修習生の6割から7割程度の者が分

野別実務修習中に自学自修に取り組んでおり，第68期と同様の傾向を示している。

(3)配属庁会の指導担当者の所感等

配属庁会の指導担当者からは，第68期と同様，修習に対する姿勢や実務的知識等の点

で肯定的な所感が多く見られ，また，分野別実務修習の期間が短縮された影響について，

大きな弊害が生じているとの意見はなかった。具体的には， 「第68期以降は，第67期

までの修習生と比べて，分野別実務修習で学修すべき内容についてのイメージを持って修

習に臨んでいた」 （民事裁判） ， 「刑事手続の全体的な流れや，証拠構造，事実認定の手

法等の実務的な知識，考え方をある程度理解しており，分野別実務修習をスムーズに始め

ることができた」 （刑事裁判） ， 「修習開始当初から，実際の事件を配点したり，実務的

な内容の演習を実施できるようになり，実践的な修習の機会が増えた」 ， 「修習開始直後

から，犯人性や犯罪の成否といった検討順序，間接事実の拾い上げとその意味付け，客観

証拠からの認定といった基本的な検討手法が身についていた」 （検察） ， 「実務修習で何

を学ぶべきかなどの目的意識をもって修習に臨んでいた」 ， 「当事者の視点に立って検討

するという意識をもって修習をしていた」 （民事弁護，刑事弁護）などの意見が見られた。

(4) 集合修習以降からみた導入修習の評価

集合修習における教官の所感等について， 「要件事実の基本的理解を全く欠く起案は

相当程度少なくなり， また，事実認定についても動かし難い事実に着目し，認定すべき

事実に積極方向，消極方向それぞれに働く間接事実の双方に配慮し，事実認定を行う起

案が増加した」 （民事裁判)， 「多くの修習生が争点整理の結果・当事者の主張を踏まえ

た事実認定を行うようになり， 当事者間の実質的な争いを意識しない総花的な起案は減

少した」 ， 「事案のポイントを見い出し，三者で共有することについての理解等が深ま

っており，争点整理の意義についての理解を欠くような起案が少なくなった」 （刑事裁

判)などは第68期と同様である。また， 「多くの修習生が，犯人性及び犯罪の成否につ

いて証拠を的確に検討して妥当な結論を導くことができるようになっていた」 （検察） ，

「第67期以前と比べて，積極的主体的に臨んだ者が多くなる等の改善が引き続き見ら

れた」 （民事弁護，刑事弁護)などの肯定的な所感が多く見られた。これらの効果につい

2



て，実務修習における指導等によるところも大きいものの，導入修習の実施により，修

習生が問題意識を持って分野別実務修習に臨んだことなどの影響もあったと考えられる

ことは，第68期と同様である。

3今後の導入修習について

（1）個別カリキュラムにおける課題と第70期導入修習における見直し

各教官室では，導入修習の一層の充実を図るため，第70期導入修習においてカリキュ

ラム内容を更に見直した。例えば，民事裁判・民事弁護では，民事第1審手続を解説する

講義で，講義内容を絞り込んで争点整理手続に更に時間を割くとともに，模擬争点整理の

実演を行うなどし，刑事裁判では，事実認定につき， より分かりやすく基本的能力を身に

付けられるように教材を改訂したり，刑事訴訟手続について修習開始前に復習しておくべ

き事項をまとめた新教材を作成して配布するなどした。また，刑事弁護では，事前課題を

導入修習初回の演習の準備をさせるものに改めるなどした。

導入修習のカリキュラム内容については， これらの見直しの効果等も踏まえて，今後も

引き続き検討していくことが必要である。

（2）今後の課題

導入修習の課題としては，次のものがあり，導入修習の一層の充実に向け，引き続き検

討していく必要がある。

①事前学修の充実

修習生がより主体的・積極的に導入修習に取り組むようにするため，導入修習のイメ

ージと事前準備の重要性を理解させるための工夫や， 自学自修をサポートする教材の

作成を検討する必要がある。

②実体法・手続法の基本的理解と自学自修の重要性の強調

教官や配属庁会の指導担当者からは，実体法・手続法の基本的知識が不足している修

習生が一部に見られるとの指摘があり， また，修習生アンケートによれば， 自己の知

識・能力の不足を感じたにも関わらず， 自学自修に取り組まなかった修習生が一定割

合存在することから，実体法・手続法の基本的理解の重要性や， 自学自修の重要性を

強調する必要がある。

③科目間の連携

限られたコマ数の中で有効なカリキュラムとするために，引き続き，刑事系3科目の

連携の一層の強化やコラボ講義の充実を検討する必要がある。

④指導担当弁護士との連携

導入修習の内容を踏まえた形で分野別実務修習が実施されるように，弁護教官と各単

位会の指導担当弁護士との意見交換の場を有効活用するなどして，弁護教官室と各地

の弁護士会の指導担当弁護士との連携を深める必要がある。

以上

3
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資料1

平成20年5月

新司法修習における分野別実務修習（民事裁判）について

民事裁判教官室

1 指導の理念・目標

新しい法曹養成制度においては，基本的な法理論や実務の基礎的素養を修得さ

せる法科大学院教育, これを生の事実や証拠に基づいた具体的事案に応用する臨

床教育としての実務修習， これらの成果を確認し，理論的，体系的に整理‘深化

させる集合修習，法曹三者それぞれに特有の専門的知識・技法を修得，発展させ

る法曹資格取得後の継続教育が，相互に連携して，プロセスによる法曹養成を行

うものとされ，法科大学院が法曹養成制度の中核と位置付けられて，前期修習が

廃止され，修習期間も短縮された。また，法曹養成数の大幅な増加が図られ，そ

の多くが弁護士になるとともに，活動領域が法廷に限らず幅広く拡大していくこ

とが想定されている。

したがって，司法修習においては，他のプロセスとの役割分担を明確に意識す

るとともに，法曹活動の多様化をも念頭においた指導をしていく必要があり，専

門的な知識・技法自体の修得というより，法曹としての基盤となる基礎的な能力

の修得が指導の目標となるものである。分野別実務修習の裁判修習においても‘

従前のような「裁判官を疑似体験する修習」という発想を改めて，裁判の場を通

じた指導ではあるものの‘その指導目標は，法廷実務に限らない法律実務家に共

通して必要とされる基本的・汎用的な能力を修得させることにあることを十分に

理解することが重要であり‘法的問題の解決のための基本的な実務的知識．技法

と，法曹としての思考方法，倫理観，心構え‘見識等のかん養に重点を絞った指

導を行うのが相当である。

また，上記のように，法科大学院を法曹養成制度の中核と位置付けた上で， こ

れに続く司法修習，継続教育というプロセスによる法曹養成を行い，多様で多数

１

４

ｑ

Ｐ

色

，

〃

！

０
１
６
１
０
，
‐
・
Ｐ
ｂ
ｂ
Ｐ
ｂ
０
ｒ
ｑ
ｊ
Ｌ
Ｉ
‐
ト
ー
日
可
１
‐
Ｑ
Ｌ
４
ｊ
ｅ
４

1’

’

I



の法曹を生み出すことになった新しい法曹養成制度の趣旨からすると， 司法修習

における指導の目標は，法科大学院での教育を前提にした標準的な修習生を念頭

に置いて，実務のミニマムスタンダードを修得させることにあるというべきであ

る。

2指導の基本的方向性

(1) 法科大学院教育を踏まえた指導

法科大学院における教育は実体法，手続法に閏する法理論教育が中心であり．

実務基礎教育は，その法理論が具体的な問題解決の場面でどのような意義機

能を有しているかを認識させ， これによって理論と実務の架橋を図りつつ，法

制度の体系的な理解を一層深めさせることを目指すものであって，現行修習の

前期修習と同様の実務教育が目的とされているものではない。要件事実や事実

盟定に関する教育も，実体法と手続法の交錯する実務の場面で法理論が実際に

どのように展開されているかを認識させて．その法理論の立体的な理解を得さ

せることに主眼があり，基本的な事柄の教育が予定されているにすぎない。し

たがって，司法修習の冒頭に実施される分野別実務修習での指導の内容，方法

は，そのような法科大学院教育の内容，程度を踏まえて検討されるべきであり．

現行修習の前期修習を経た後の実務修習とは異なる配慮，工夫が必要となる。

(2) 法曹資格取得後の継続教育との役割分担

法曹資格取得後の継続教育との役割分担に照らすと，分野別実務修習の裁判

修習においては，法律実務家として最低限備えておくべき実務の基本的考え方

を修得させることに重点を置いた指導を行うのが相当であり,裁判実務におけ

る技術的，形式的事項については，法曹として理解しておくべき基本的事項に

とどめるのが相当である。

(3)修習生の増加，修習期間短縮への対応

修習生が増加し，更には修習期間が短縮された中で，従前と同様の質を維持

した司法修習を実現するためには，指導上の工夫が不可欠で，形式より実質に
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重点を置いた指輻への移行が肝要である。また，修習生の意欲と能力に応じて

メリハリのきいた指導を行うことも大切である。

(4) 集合修習との連携

司法修習は，法科大学院における法理論教育を前提に，それを生の紛争に適

用して具体的事案に応用する能力を養成する課程であり，生の紛争に直接接す

る実務修習を中心とするものであるが，その実務修習での指導を補完し， これ

を体系的に整理するとともに，標準的な知識・技法の教育を受ける機会を保証

するものとして司法研修所における集合修習が行われる。 したがって， 司法修

習は‘実務修習と集合修習とが有機的に結びついてより効果を上げるものであ

って，両者間には密接な連携と一体的な継続性が求められており，換言すれば，

実務修習は集合修習を見すえ，集合修習は実務修習を踏まえたものでなければ

ならないといえよう。

指導の内容・方法

1）指導の内容

以上を踏まえると，民事裁判の分野別実務修習においては,実務上比較的多

く見受けられる事件を選択して，次のような点を中心に指導し‘ これらの指導

を通じて書面や口頭による表現能力のかん蕊をも図るのが相当である。

ア主張分析に関する基本的能力

当事者の提示した具体的な請求や訴訟物を的確に把握し，実体法の解釈を

踏まえて‘ 当事者の主張の中から法的に意味のある主張を分析，抽出した上‘

主張立証責任の所在を前提に的確に主張を整理する基本を修得させる。

特に，混沌とした事実関係の中から，裁判官が当事者とともに法的な争点

整理を行う過程を学ばせることが重要である。

なお，要件事実は， 当事者の主張を整理し，争点及び証拠を整理するため

のツールにすぎず，それ自体が独立の指導目標となるものではない。また，

類型的事案における典型的主張の要件事実を覚えるよりも，実務上の様々な

3
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事件の主張分析を通して， いかなる事案においても，実体法の解釈を踏まえ

て自分で要件事実を考えうる思考力，応用力を養うことが重要である。

※集合修習や考鼠においては‘個々の修習生の応用力の到達度を検証する観点から，

基本的なもののほか応用力を試すにふさわしいものも含んだ事案の主張分析を諜

題としているが，考試において不合格となる答案は基本法の理解が不十分なため

に最低限求められる基本的な主張分析すらできていないものであるから，民事裁

判の分野別実務修習における主張分析の指導としては，前配のような法科大学院

における実務教育の程度をも踏まえて，実務上の基本的な事件における主張分析

を確実に理解させることで十分である。

イ事実認定に関する基本的能力

争点に関する判断枠組みを踏まえた上で，具体的な証拠に基づいて間接事

実を認定し，その各認定事実の意味合いを意識しながら総合的に考察して的

確な判断を導き，更にこれを論理的，分析的に説明する基本を修得させる。

事実認定能力が，法律実務家にとって最も基礎的で不可欠な能力であり．

これを実践的，効果的に養えるのが生きた事件を扱う実務修習であることは

言うまでもない．。

※集合修習における修習記録を用いた指導ではおのずと限界もあることから，事実

認定能力を養うためには，実務修習においてできるだけ多くの事件，記録に接し，

裁判官や他の修習生と議輪をすることが最良であると修習生に指導している。

ウ紛争解決に関する基本的能力

個々の紛争における争点や証拠その背景事情等を踏まえて，事案に沿っ

た妥当な紛争解決策を考え，そのための適切な手順を考える基本を修得させ

る。

多種多様な事件と様々な代理人に接する民事裁判の実務修習は，紛争解決

の在り方や代理人としての活動の当否を考えさせる絶好の機会である。また，

‘民事裁判の実務修習において直接体験することになる訴訟運営の技法や思考
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方法は，単に訴訟技術にとどまるものでなく，訴訟以外の方法で紛争解決を

図る場合にも有用であって，法的紛争の解決に携わる法曹全般に汎用的で不

・可欠なものである。

※様々な事件や代理人に接する民事裁判の実務修習は，弁護士になる者にとっても

極めて有益な修習であり，得がたい機会であることから‘．その自覚を持って積極

的に修習に取り組むよう修習生に指導している。

※裁判官が，主体的，能動的に熱意を持って適切な紛争解決に取り組む姿を示すこ

とは．裁判官の職務を正しく理解させる意味でも大切である。

(2) 指導の方法

具体的な指導方法については，上記の観点を踏まえ，次のような点に特に留

意すべきである。

ア個々の修習生の理解度を確認しながら効果的に修習の実を上げるためには，

かつてのように書面作成とその指導に重点を置くのではなく，記録検討や法

廷傍聴等において現れる実体法，手続法上の問題点について‘裁判官が折に

ふれて修習生と質疑応答したり，同一の事件について複数の修習生にそれぞ

れ並行して起案をさせ，又は共同して起案させた上， これを題材にして修習

生に討論させて指導するなどの工夫が肝要である。事件によっては，修習生

に事前の検討をさせた上で裁判官の合議を傍聴させることも効果的である。

イ口頭弁論期日等の傍聴については，全件傍聴を原則とせず，修習生毎に事

件を選択して傍聴させるなどの工夫が必要である。

ウ審面作成については，基本的に判決全文起案はさせず，部分起案や，判断

の要点を記載したサマリーペーパー，事件に現れた実体法，訴訟法上の問題

点について，その調査，検討結果を記載したリサーチペーパーの作成を中心

とすべきである。

エ民事裁判修習の冒頭|こ．指導官により，修習に当たっての心構えや注意事

項のほか，起案方法を含めた民事裁判修習の一般的な説明を行うのが相当で
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ある。その際， 司法研修所が各庁に配布したDVD教材「民事訴訟第一審手

続の解説」を用いて，民事訴訟第一審手続の流れを再認識させることは，そ

の後の修習をスムーズに進めるために有用である。

4集合修習における指導の変容

最近の集合修習における民事裁判の指導は，上記の新修習における指導目標等

を踏まえて，次のような点で変容しているので，民事裁判の分野別実務修習にお

いてもこれを念頭に置いた指導を考慮すぺきである。

（1） 司法研修所における民事裁判の指導において，かつては主張整理の指導に重

点を置きすぎるきらいがあったが，法律実務家にとって‘主張分析能力ととも

に，的確に事実を認定し，事案に沿った適切な紛争解決を図る能力もまた同じ

く重要な基本的・汎用的能力であることから，集合修習においても事実認定や

紛争解決の在り方に関する指導のウエイトを大幅に高めている｡

(2)事実認定の指導においては，事実認定用の修習記録を主張整理用記録とは別

の記録とし；実在の事件にできるだけ近似した記録を作成して， より実務に即

した指導をしている。起案事項としては，特定の争点について， どのような点

を中心に判断すべきか（判断の枠組み）を記述させた上‘証拠に基づいて認定

できる間接事実やその事実の有する意味（経験則）を記載させ， さらにそれら

を踏まえてどのような結論になるのか，その判断過程を記載させており．判決

答の形にはこだわらず， 自由に論述させて実質面を重視した指導をしている。

(3) 主張分析の指導に関しても，起案において従前のような判決書の事実摘示の

形を用いず,各主張の主要事実を簡潔に記載させた上，その主張の実体法上の

効果や訴訟上の意味を記載させることとして，形式よりも，実体法の定める要

件‘効果の確実な理解という実質面に重点を置いた指導をしている。

(4) 主張の分析としては，混沌とした事実関係，雑然とした主張の中から‘実体

法の理解に基づいて適切に法的主張を構成し，必要な事実を抽出する能力が法

律実務家として基本的･汎用的な能力であることから，修習記録上にあえて法
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的に意味のない主張や誤った法的見解に基づく主張を混在させて．かかる能力
のかん養を図っている。

(5)要件事実に関しては，その意義， 目的を十分に理解させた上‘結論よりも結

論に至る理由（それはすなわち実体法の解釈である。 ）が重要であることを強

調し，要件事実の知識を問うのではなく， それを考える道筋に重点を置いて指

導している。また，講義においては修習生に求められる標準的なレベルの解脱

を中心として，細かく技巧的な点や難解な点は大きく取り上げないこととして

いる。

※集合修習における起案の内容，方式については． 司法研修所民事裁判教官室にお

いてr民裁起案のガイド」を作成して修習生に配布し，即日起案や考試に際して

もこれを参照させている。
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資料2

平成22年10月28日

分野別実務修習（民事裁判）について一補足一

民事裁判教官室

1．本書面の趣旨

新しい法曹養成制度のもとでは，法理論及び実務基礎の修得を中心とした法

科大学院教育‘それを具体的な事案に応用する臨床教育としての実務修習，そ

の成果を確認し，理論的体系的に深化させる集合修習，その後の継続教育が相

互に連携してプロセスによる法曹養成を行うものとされている。そして， 司法

修習生の多くが弁護士となり，法廷実務のみならず，幅広い分野で活動するこ

とが予定されていることから，分野別実務修習における指導目標も‘法廷実務

に限らない法律実務家に共通して必要とされる基本的・汎用的な能力を修得さ

せることにあることは．平成20年5月に配布した「新司法修習における分野

別実務修習（民事裁判）について」において既に確認されているところである。

本書面は，法律実務家に共通して必要とされる基本的．汎用的な能力の修得と

いう点に関し，今後の民事裁判修習のより一層の充実を図る観点から，集合修

習も含めた指導の在り方等を踏まえて， その内容を補足するものである。

2民裁修習における指導の内容等

民裁修習における指導目標は，主張分析~(争点整理）に関する基本的能力，

事実認定に関する基本的能力；紛争解決に閨する基本的能力の修得にあるとこ

ろ，特に，前二者については次のように考えている。

(1)主張分析（争点整理）

当事者の主張の中から法的に意味のある主張を分析，抽出した上，主張立

証責任の所在を前提に的確に主張及び争点を整理するための基本的な能力の

修得を求めているところである。とりわけ，社会の幅広い分野で活動する法

律実務家としては‘錯綜する事実関係に適用されるぺき法規範を選択した上，

これに当てはまる具体的事実を的確に抽出することができる能力を修得させ
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ることが肝要であり‘今後は， このような点に重点をおいて指導していく必

要がある。このように，的確に事実を分析，抽出した上で，証拠を踏まえて

紛争の実態を早期に把握し，真の争点を解明していくという主張分析，争点

整理の能力は，法廷における訴訟活動のみならず，社会に生起する様々な法

的課題の解決や紛争の予防等の側面においても不可欠な汎用的な能力で.ある。

集合修習では， これまで以上に，実務的によく見られる事案をもとに，事

実の分析，抽出，当てはめに力を入れた汎用性の高い主張分析（争点整理）

能力の修得に努めていく必要がある。このような観点から，分野別実務修習

においても，集合修習を見据えて同様な能力を養うことが肝要である。

＊ なお，新第64期からは，形式にこだわらず，起案の実質的な内容をより充実さ

せるように指導する観点から， 「民裁起案のガイド」を修習生に配布しない扱いと

する。

(2)事実認定

事実認定能力は，法律実務家として最も基礎的で不可欠な能力であり， こ

れを実践的に養えるのが実務修習であることは従前から指摘されているとこ

ろである。

集合修習では，新第64期以降は，一層事実認定能力の修得に力を傾注

し，事実認定用の修習記録にはできる限り現代的な社会の実相を反映した内

容のものを取り上げた上で，記録に表れた事実を多角的な視点から分析して

検討を加え，必要な事実を認定して判断するという思考過程を身に付けさせ

ることにより，当該事案に限定されない，汎用性のある能力を修得させるよ

うにしている。そのような観点から，事実認定の対象は，一定の事実の存否

に限らず‘法規範に対して適切に事実を当てはめる能力を前提に，規範的な

要件や評価を基礎付ける事実なども取り上げ， より幅広く応用的なものも盛

り込んでいる。

分野別実務修習においても，集合修習を見据えて，実務修習ならではの生
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きた素材を活かして，事実認定能力の酒養に重点を置く必要がある。

＊集合修習における事実認定起案では1要証事実を認定判断する際にポイントとな

る事実は何かという観点から，個々の事実の重要性を意識させながら認定事実やそ

の有する意味（経験則）を記載させ，その上で‘重要な事実相互の関係も考慮しな

がら判断過程を説得的に論述させるようにしている。なお， どのような点を中心に

判断すべきか（判断の枠組み)については，事案に応じて記載すれば足りるものと

している。
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資料3

平成23年5月

平成26年8月改訂

分野別実務修習における指導のガイドライン

司法研修所民事裁判教官室

1 趣旨

本文書は， 当教官室作成にかかる「新司法修習における分野別実務修習（民事裁判）に

ついて」 （平成20年5月）及び「分野別実務修習（民事裁判）について－補足一」 （平成

22年10月28日）に記載された指導理念に基づき，各庁において司法修習生の指導を

するに当たって，特に留意していただきたい事項を記載したものである。

具体的指導における留意点

(1)指導の態勢

ア各修習生が,修習期間内に部総括を含む複数の裁判官の期日に立ち会えるよう，

裁判官と修習生の組合せに配慮していただきたい。

イ原則として，期日の全件を傍聴させるのではなく，修習生ごとに適切な事件を選

択し， 当該事件の記録を検討させて立会させていただきたい（ただし，修習の当初

は，期日全体の流れを理解させるため，全件を傍聴させることも考えられる｡)。

ウ記録の検討や法廷傍聴などにおいて現れる実体法・手続法上の問題点について，

修習生と質疑応答･解説の機会を設けていただきたい｡質疑応答･解説に際しては，

訴訟手続の進行や事件の見込み等を意識した指導となるよう配慮していただきた

い。また，各庁に配布済みの「民事訴訟手続に関する司法修習生への質問事項集」

の活用も有益である。

エ起案については，判決全文起案（判決書の形式で全文の起案を求めるもの）を中

心とせず，部分起案やサマリーペーパーを中心としていただきたい。件数について

は，修習生の能力や意欲等も踏まえて対応することとし，主張分析と事実認定のバ

ランスにも配慮した上で，事実認定について少なくとも2件， リサーチペーパー等

も含めて全体で少なくとも4件の起案をさせていただきたい。

オ複数の修習生に同一の記録に基づく起案をさせ，その修習生らに討論をさせて指

導する方法も有益である（裁判官も交えた討論により，起案の講評に代えることも

考えられる｡)。

力各庁の実情に応じて，証拠保全，保全，執行等の特殊事件の修習を適宜実施して

いただきたい（ただし， より深化した修習は選択型実務修習に委ねることになる
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う｡)。

(2)主弧分析（争点整理）

主張分析に関しては，要件事実の考え方についての基本的理解を前提として，適用

されるべき法規範を選択し， これに当てはまる具体的事実を的確に抽出した上で，適

切な争点整理を行う能力を修得させることに十分に意を用いていただきたい。その際

には，争点整理が終わった段階の主張整理だけでなく，争点が定まっていない事件を

どのように審理していくかという争点整理の過程にも重点を置いた指導をお願いした

い。

【指導方法の具体例】

ア訴状審査(訴訟物が特定されているか,訴訟要件や請求原因が足りているか等を検討させ,主

たる争点は何かを考えさせながら，今後の訴訟進行を検討させる｡）

イ期日における求釈明事項の検討（裁判官が期日でどのような求釈明をし， どう訴訟を進行

させていくかを考えさせる｡）

ウ立証計画の検討（争点は何かを踏まえて， どの人証から何を聴くかを検討させる｡）

エ リサーチペーパーの作成（事件に現れた実体法・訴訟法上の問題点について，調査をさせ，

その検討結果を記載させる｡）

オ主張分析（争点整理）についての起案

力争点整理DVD(民事訴訟における争点整理一ある損害賠償請求事件を題材とし

て一）の視聴及びそれに基づく議論(上記DVDを視聴させ，その内容について裁判官と修

習生が議論をする機会をできるだけ設けていただきたい。また，民裁クールの中間あたりまでに

上記DVDを視聴させるようにお願いしたい｡）

(3)事実麗定

事実認定に関しては，処分証書や重要な報告文書の成立が争われている事件のみな

らず，できる限り，証拠構造や証拠評価が問題となるものや現代的な社会の実相を反

映した内容のものを取り上げ，記録に表れた事実を多角的な視点から分析させること

に重点を置いた指導をお願いしたい。

【指導方法の具体例】

事実認定についての起案（適切な記録がない場合には，事件全体ではなく特定の争点について

だけ起案をさせたり，確定記録をコピーしておいて起案をさせるなどの工夫も有益である｡）

(4)紛争解決

紛争解決に関しては，和解手続や和解条項に関する知識だけでなく， 当該事案に適

した紛争解決方法を的確に見通せる能力を修得させられるような指導をお願いしたい。

【指導方法の具体例】
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弁論準備手続終結段階や証拠調べ終了段階での和解案の検討（結論の見通しや,紛争の

背景事情等を踏まえて，適切な落ち着きどころはどこかを検討させる｡）

(5)｜ 合同修習

ア講義

（ｱ）民裁修習の冒頭に，各庁の実情に応じ，指導官により，分野別実務修習に当た

っての心構えや注意事項等に関する講義を行っていただきたい。その際は，実務

修習の位置付けや内容・方法など一般的な説明も行うこととする。

（ｲ）書記官事務に関する講義等を行うかは各庁の実情に委ねるが，弁護士になった

際に書記官事務の意義，重要性を正しく理解できるよう，その意識の酒養に努め

ていただきたい。

イ問題研究

（ｱ）各クールに一度，民裁修習中の者を対象に，全国統一的な即日起案方式による

問題研究を行うこととする。この問題研究は，各実務修習庁が主催し，司法研修

所教官がこれに協力するもので，基本的な手順は次のとおりである。

①司法研修所民事裁判教官室が修習記録及び起案要領を作成して各庁に送付し，

全国同一日，同一時刻に，各庁において， 3時間程度の即日起案を行う。

②司法研修所教官は，各庁から起案の送付を受け，担当修習生の起案を検討し

た上，起案受領から2週間後を目途に各庁に出張し，起案の講評を行う。

（ｲ） 上記の問題研究のほかに，各庁独自の問題研究（主張分析起案，事実認定起案

等）を実施するかは，各庁の実情に委ねる。

ウその他

意欲のある修習生を対象に,判事補を活用するなどして,任意参加の勉強会を定期

的に実施することも考えられる。
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資料4

民事裁判教官室からのガイダンス

1 民事裁判修習の目的

民事裁判修習では，主張分析（争点整理）能力と事実認定能力を体系的に修得

するとともに，紛争解決能力を修得することを目的として， 2に記載するような

内容の修習を行います。

2民事裁判修習の流れ

(1)導入修習

導入修習では，法科大学院で修得した要件事実及び事実認定の基礎について

の理解を確認するとともに，分野別実務修習の効果を高めるため，以下のカリ

キュラムを実施します。

最初に， 「第3版民事訴訟第一審手続の解説」及び「同別冊記録」を用い

て，民事訴訟第一審手続の要点について修習生の皆さんと対話しながら解説す

る講義（民事第一審手続の概説）を行います。その後，修習記録を用いた即日

起案とその講評，主張と証拠を分析し争点を整理する演習（民事総合1， 2） ，

．｢対話で考える民事事実認定一教材記録一」を用いた民事事実認定の手法につ

いて理解を深めるための講義（民事事実認定の手法と留意点）を行います。最

後に，分野別実務修習に向けて，裁判官の役割，職務，裁判実務修習の留意点

等についてのガイダンスを行います。

（2）分野別実務修習

ア－般

修習生は，地方裁判所民事部のいずれかの裁判部に配属されます。配属さ

れた裁判部の裁判官室において，訴訟記録を検討し，合議等に立ち会うほか，

法廷等において， 口頭弁論，弁論準備手続，和解等を傍聴します。また，訴

I

1

I



訟記録に基づいて，主張分析や事実認定に関する書面の起案をしたり，実体

法・手続法上の問題点の調査・検討結果をまとめた書面の起案等をしたりし

ます。修習に当たっては，裁判官に対して質問したり，意見を述べたり，修

習生同士で討論したりするなど，積極的，主体的な取組が求められます。

イ問研起案

各配属庁での民事裁判修習における合同修習の一環として「問研起案」が

実施されます。 「問研起案」は，事実認定についての基本的な考え方を修得

することなどを目的としており，修習記録を用いて，午後半日をかけて行う

ことが予定されています。

起案の講評は，司法研修所教官が各配属庁に出張するなど適宜の方法で行

います。 ．

（3）選択型実務修習

配属庁において，民事裁判の分野別実務修習の深化と補完を図るためのカリ

キュラムが用意されており，修習生の主体的な選択により，その修習を行うこ

とができます。

（4）集合修習

集合修習は，分野別実務修習の成果を確認するとともに， これを深化・発展

させることを目的としています｡集合修習では，修習記録を用いて，主張分析

や事実認定に関する起案を行うほか,争点整理や交互尋問等の演習を行います。

3修習開始に備えての準備

（1） 民事実体法及び手続法についての理解

主張分析（争点整理）能力，事実認定能力及び紛争解決能力を修得するには，

民事実体法及び手続法についての十分な理解が必要です｡各種カリキュラムは，

修習生が，民事実体法及び手続法について，法科大学院の課程を経て既に実務

を意識した体系的な理解をしているものとして，作成されています。したがっ

て，再度，実務を意識しながら体系的な教科書等を熟読し，更にその理解を深

I
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めておくようにしてください。

｜ 民事訴訟実務の基本的理解

民事裁判修習に当たっては，法科大学院における民事訴訟実務の基礎で修得

した要件事実，事実認定及び民事訴訟手続についても十分に理解しておくこと

が必要です。したがって，修習開始前に， これらについても， よく復習をして

おいてください。また，後述する事前課題にしっかり取り組んでおいてくださ

(2)

い。

なお，配布教材のうち， 「新問題研究要件事実」は要件事実についての基本

的な考え方を， 「事例で考える民事事実認定」は，事実認定の基礎的知識の理

解を確認するとともに，民事事実認定に関する一般的かつ基本的な手法を修得

するための思考方法や検討の視点などを，それぞれ提示したものであり， 「第

3版民事訴訟第一審手続の解説」及び「同別冊記録」は，争点整理及び集中

証拠調べを基軸とする民事訴訟手続に関して解説を加えたものです。民事訴訟

実務の基礎の復習をする際にはこれらの教材をよく読み，理解を確かなものに

してください。また， 「10訂民事判決起案の手引」は，民事の判決書を作

成する際の必要事項を網羅的に解説したもので，民事裁判実務を理解する上で

参考になりますから， 目を通しておいてください。

事前課題

3の準備を前提とし，別紙第2－2「民事裁判事前課題」の冒頭の指示に従つ

,各設問についてそれぞれ検討するとともに，指示された起案をしてください。

I
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て，各設問についてそれぞれ検討するとともに，指示された起案をしてください。

起案の作成方法や提出方法については，別紙第1の指示に従ってください。

また，前述のとおり，導入修習の最初のカリキュラムとして， 「第3版民事

訴訟第一審手続の解説」及び「同別冊記録」を用いた対話形式の講義（民事第一

審手続の概説）が予定されています。修習生の皆さんに質問をしながら講義を進

めますので，導入修習開始前に， これらを熟読しておいてください。

配布教材のうちの「民事総合資料」と「実施要領」は，民事総合1， 2で使用

3

卜

ｌ

ｐ

卜

Ｌ

Ｉ

１

ｒ

Ｂ

■

１

１

１

■

１



するものです。あらかじめよく読んでおいてください。

5 アンケート用紙への記入と提出

法科大学院における民事実務の基礎科目の履修状況等について，アンケートを

実施します。本冊子末尾に綴じ込まれている民事裁判アンケート用紙に所要の事

項を記入して，別紙第1の指示に従って提出してください（法科大学院修了者以

外の人も，法科大学院で同科目を履修している場合は，アンケートに回答してくアンケートに回答してく

ださい。 ） 。

上以

1

I

4

ｊ
■
０
１
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ｒ



民事裁判事前課題

I

5
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資料5ノ

(平成29．3． 16）

第70期導入修習カリキュラムの概要

司法研修所



はしがき

導入修習は,修習開始段階で司法修習生に不足している実務基礎知識･能力に気付かせ，
かつ,より効果的,効率的な分野別実務修習が円滑に行えるようにすることを目的としてい
る。

第70期司法修習においても，この導入修習の目的に沿った教育効果を上げることを企

図してカリキュラムを策定し，実施した｡その概要は，本資料及て捌添の「第70期導入修

習日程表」のとおりである。

司法修習生指導担当者各位におかれては，分野別実務修習における司法修習生の指導に

習日程淘のとおりである。

司法修習生指導担当者各位におかれては，

当たって本資料を参考にしていただきたい。

１

4
●



第1民事関係科目

I 民事裁判

1即日起案・解説

（1） 目的

(2)事案の概要

3）起案事項（

一

(4)講評等

2



2民事事実認定の手法と解説

I

｜
|－ 』

3裁判官の役割・職務，裁判修習のガイダンス（刑事裁判と共勘

１
１

I

3



4



Ⅲ民事共通

1民事第一審手続の概説（講弱

2民事総合1．2
■■■■■■■0

■
Ⅱ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

5
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分野別実務修習のイメージ 翻團、

民裁修習

訴
訟
手
続

各部での修習

主張分析,事実認定等）吟｜
■■■■

｜

’

一審手続
講義

(民裁愚民弁ヨラボ）

別冊

記録

－

ロロ鳳製口薗画画q口々巡心色■■麓■■■■■
主
張
勺
析

’

1

(
即日起案

争点整理

DVD視聴
主張分析十α）

可

ユ

ロ
■
■
■
■
■
■
■

民臺総合L - 』

－『一
(争点整理等）

事
実
認

問研起案
事実認定
DVD

視聴｡討論

傳実認定十α）教材
記録

’ 各庁における合同修習等
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集合修習;杢削膿llIE国停霧
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旦埋
一

1■■■■■■■

夢夢

ガイ蕊ｼ風と
封晨鎌栃鰯績智韮

講議
■

’ ’ ▼■■■■■■■■■■■

活動方針②嶮討，
当事者聴き取域；

立蓋篭重需

活当亟

事雲認定
恭識長織赫

;民共演習竃鱈薑早1 ’
用

■
■
■

■
■ 争点鯛巴握,釈鰯

事瞬尋間事項”
祁撫謂卿横討

熱事諦

壽雲藷識毒
＋主張翁釿

争点整理演窪薩繰鍵’
画

■■■■
■
■
■

uX41呂耐鰻

■

曽鶯

、錨

一一一

一

一

－

一一一
いしＬＰ

内舛画一

⑱】賊

ロ じ：■

唇
一
一
一

豆‘V



資料8
－

実務修習結果簿

記入及び取扱いの注意

！ 事前に，表紙に担当教官の氏名・自己の粗・番号・氏名・配属地・修習順序を漏れなく記入し
ておくこと。

2指導担当官（者）への提出時期は各配属庁会の修習の終了時であるから，配入すべき事項は平
素から整理しておくことが望ましい。

3各配属庁会の修習終了時に，修習生各自で指導担当官（者）に提出して検印をもらい，回収す
ること（指導担当官（者）の氏名欄も，修習生各自が記入する｡)。

4民事裁判修習期間中に刑裁起案を行った場合など本来の配属庁会での修習期間中に，他の実

務修習をした場合は，本来の配属庁会に係る結果簿の該当の欄にその結果を記載すること。
5記入に当たって不明の点があれば，指導担当官（者）又は担当教官に質問すること。
6 この結果簿は，司法研修所における集合修習開始日に回収する。

7余白がなくなったときは，適宜“の紙（コピー用紙等）を追加して罷載すること。その際には，
枝番を付したページ番号を記載し（例:“10-1, 10-2)，ページの連続性を明らかにすること。
※この結果簿は，担当教官の閲覧を受けた後，各自に返還される。

なお，記載された内容は，司法修習の在り方等を検討するために使用する場合がある。

平成28年度（第70期）

配属地 修習順序

戸ゞ 一ー ～

氏名 研修所

紺 番

司法研修所

教官氏名

民事裁判 刑事裁判 検 察 民事弁護 刑事弁護



民事裁判修習

．

1 起案

－1

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

欠席日数

日

配属部

指導担当

裁判官

氏 名

番号 事件名／起案の種類 検酎事項及びその結果概要

1

事件名：

ロサマリ･一・ライティング

ロ争点整理/口事実麗定

口判決起案

ロ争点塾理ノロ事実認定

(口対席ｿﾛ欠席ノロ公示送達）
(ロ全文ノロー部）
ロリサーチ・ペーパー

口和解条項

一一一－一■0－－－－－－－－ －，.■D b-■ －．■ 再 －
の

口既済記録・修習記録を使用

検討事項：

検討結果：



(注） 問研起案は， 「5その他」に妃入すること。

－2－

事件余：

ー1
－

l_]サマリー・ライティング

ロ争点整理ロ事実寵定

口判決起案

口争点整理/口事実露定

(ロ対席/ロ欠席/ロ公示送達）

(口全文/ロー部）
nリサーチ‘ペーパー

ロ和解条項

ロ既済記録･修習記録を使用

検詩事項：

●ｰ9bー一一pー｡‐~も●エ●－F一一■＝-■一一■ﾛ 勺、再＝■■ーﾛ 0巴一一■●■0 - e争■勺、■ 凸｡■p■巳■●◆｡■や一心ー■－一寸一一白守 ■÷一己■b－－ﾆﾆ 宅 三 一

検討結果：

9

事件名：

ロサマリー・ライティング

ロ争点整理ノロ事実認定

ロ判決起案

ロ争点整麹ロ事実認定

(口対席ノロ欠席ノロ公示送達）

(口全文ノロー部）

ロリサーチ・ペーパー

口和解条項

ﾛ既済記録・修習記録を使用

Ｐ
●》
．

検討結果：

事件名：

ロサマリー・ライティング

ロ争点整理ノロ事実認定

口判決起案
ロ争点整理ノロ事実認定

(ロ対席ノロ欠席ノロ公示送達）

(ロ全文ノロー部）

nリサーチ・ペーパー

ロ和解条項

ﾛ既済罷録’修習記録を使用

検討事項：

検討結果：

事件名：
●

ロサマリー・ライティング

ロ争点整理ノロ事実記定

口判決起案

ロ争点整理ノロ事実毘定

(ロ対席ノロ欠席ノロ公示送達）

(口全文ノロー部）

□リサーチ・ペーパー

口和解条項

口既済記録・修習記録を使用

検討事項：

検討結果：



2法廷傍聴等

－3－

番号 手続 検討事項 検討結果等

1

2

3

4

5

6

7

8



(注） 傍聴については，記録を説んだ上で問題点を検討して傍聴に臨んだものや，傍聴後に問題点につい

て検討したものに限って記入すること。 『検肘結果等｣欄には,検討結果や指導担当裁判官から指導さ

れた内容等を記入する。

－4－



3特殊事件・特殊手続等
（1） 保全。執行・倒産

①保全

②執行

③倒産

圧） ①～③

エックし，検肘を行った事件罷録の件数を記入すること。

－5－

口購鏡

ロ事件（ 件）

蛎繰．鱈菅した事件の内容・検討結果等

。
●

口諦義

ロ事件（ 件）

講義・修習した事件の内容・検討結果等

口誇蕊

ロ事件（ 件）

講義・修習した事件の内容・検尉結果等



（2）特殊事件（行政，労働・商事，手形，知的財産権等）

(3)特殊手続（検証，裁判外での証人尋問，証拠保全，魯配官事務等）

－6－

事件の種類 検討事項及び検討結果等

－守一一 ＝ ．‐ちゃ

手続の種類 検討事項及び検酎結果等
巾

巾

一一－ － ■■■■■
一■－

一一=－●

－
吾乃 合－．－

ｰ一■一一一一



4研究，講義，見学等

－－7－‐

項目 検討事項及び検尉結果等

一－－一－－－画 --. こミ
｡一一a･ 一一

■

－

●

－－－弓－

－ｰ 一

■

－

－

一

ー

－－ 一一 －T､"－



5 その他

●

(注） 1修習内容等の欄には，具体的な修習内容, ､感想等を記入する。

2適宜各欄の大きさを定め， 1件ごとに横線により区切りを設ける。

－8－

項目 修習内容等



平成25年11月

平成28年8月改訂

分野別実務修習（刑事裁判）における指導のガイドライン

司法研修所刑事裁判教官室

1 ガイドラインの趣旨等

刑事裁判実務修習（以下「刑裁修習」という。 ）については，各庁において，指導態

勢や事件の係属状況等を踏まえて，一定水準の指導を行うための工夫等がされていると

ころであるが，各庁の実情に応じた指導上の工夫等をする前提として，司法修習生（以

下「修習生」 という。 ）に対する指導の内容・方法に関する指針を明確化しておくこと

が必要であると考えられる。

本ガイドラインは，各庁の刑事裁判実務修習において修習生を指導するに当たって，

特に留意していただきたい事項を記載したものである。

本ガイドラインの内容は，部総括裁判官だけではなく，修習生の指導に当たる陪席裁

判官にも周知していただきたい。

2指導の方針

「法廷実務に限らない法律実務家に共通して必要とされる基本的・汎用的な能力を修

得させる」との指導目標を踏まえ，法曹資格取得後の継続教育との役割分担も考慮して，

指導の内容を吟味していただきたい。特に，技術的・形式的事項については，司法修習

段階における指導内容として適切かという観点から，指導の是非を吟味していただきた

い。

また，司法修習は，法科大学院において修得した基本的な法理論や実務の基礎的素養

（これらが不十分な修習生には， 自学自修を促していただきたい。 ）を生の事実や証拠

に基づいた具体的事案に応用する実践的教育であるから，できる限り具体的事件に即し

て実践的かつ動態的な思考力を酒養することに意を用いていただきたい。

3具体的指導における留意点

（1） オリエンテーション

刑裁修習の冒頭に，指導官から，修習に当たっての心構えや注意事項（評議の傍聴

に関するものを含む。 ）等に関するオリエンテーションを行っていただきたい。その

際，後記(2)イを踏まえた公判前整理手続に関する修習の視点を伝えることも考えられ

る。

(2)公判前整理手続及び公判手続（評議を含む。 ）

ア全般

公判前整理手続や公判審理を傍聴させる場合は，その前後の適宜の時期に， 当該

事件に即した手続進行上の問題点について，修習生と質疑応答の機会を設けたり，

-l-



レポートを課したりしていただきたい（他の場面にも応用できる汎用的能力を修得

させる観点から，基本的な手続の根底にある考え方にも目を向けた指導を行うこと

も考えられる。 ） 。その際，手続の進展など動態的な観点を意識するとともに， 当

事者の活動にも留意した指導を行っていただきたい。

イ公判前整理手続

公判前整理手続（法曹三者による打合せを含む。 ）については，適切な事件を選

択して積極的に傍聴させていただきたい。

基本的な条文や手続の流れに関する知識・理解を前提として，争点整理の意義と

目的を，具体的事件に即して理解させることに意を用いていただきたい。その際，

事件毎の手続進行段階に応じた指導も行っていただきたい。なお， 自白事件の公判

前整理手続についても， これを指導の題材として，量刑判断の構造を意識した指導

を行うことが考えられる。

【指導方法の具体例】

i 公判前整理手続期日 （初回の打合せ等を含む。 ）を傍聴させ， 当該事件に即

して， 当該期日の意義・目的やそこで行うべき事項を理解させるとともに，今

後の当事者の活動（どの時点までに行うべきかという点を含む。 ）を具体的に

考えさせる。

、手続が相当程度進行している事件については，修習生に，証明予定事実記載

書，予定主張記載書面等を段階的に交付し，交付する毎に課題を与えてレポー

トを作成させるなどして，手続の進行を主体的に考えさせる（適切な事件がな

い場合に備え，公判前整理手続の指導用に事件記録をコピーしておくなどの工

夫も考えられる。 ） 。

血裁判員裁判が終了した後,その審理等を傍聴した修習生と質疑応答をする際，

当該事件の公判前整理手続の在り方にも立ち返った指導を行う。

（このほか， ミニ模擬裁判等の簡易な模擬裁判において，公判前整理手続につい

ても準備・実演をさせ， この点も含めて裁判官が講評することも考えられる。 ）

ウ公判手続（評議を含む。 ）

公判審理の傍聴については，漫然と全件を傍聴させるのではなく，事件の類型や

争点を意識して適切な事件を選択し，計画的に傍聴させ，公判手続の流れの通覧的

理解はもちろん，段階ごとの手続の意義・目的，証拠法の実務，的確な心証形成の

ための証拠調べの在り方（尋問や異議の在り方を含む。 ）等についての理解を深め

させていただきたい。その際，可能な範囲で，各修習生が，裁判員裁判の審理及び

評議を傍聴する機会が得られるよう配慮していただきたい。なお，傍聴に先立ち，

各修習生に対し，評議の傍聴に関する注意を徹底していただきたい。

傍聴させた場合には，適宜の時期に事実認定や手続進行上の問題点に関する質疑

応答やレポート課題を課すなどするほか，特に裁判員裁判においては， 当事者の訴

訟活動が裁判員にどのように受け止められたかという観点からの質疑応答もしてい

ただきたい。

(3)起案

－2－



ア起案については，サマリーペーパーを中心としていただきたい。起案の件数は，

各修習生の能力や意欲等も踏まえて対応することとしていただければよいが，文章

による表現能力のかん養の観点から，事実認定について少なくとも2件，具体的事

件に現れた手続上の問題点や量刑について検討した結果をまとめたレポートなど

（ただし，適条表など法令の適用に関する起案を除く。 ）も含め，全体で少なくと

も4件の起案をさせていただきたい（適切な事件がない場合に備え，事件記録をコ

ピーしておくなどの工夫も考えられる。 ） 。

また，同一の事件について，複数の修習生にそれぞれ並行して起案をさせた上，

その修習生らに討論をさせながら，裁判官が指導することも考えられる（これによ

り起案の講評に代えることができる。 ） 。

イ事実認定起案については，争点が法律概念にかかわるもので，実務上比較的多く

見られる事案も取り上げていただきたい（複数の争点がある事件については，争点

の内容等を考慮し，一部の争点についてだけ起案をさせることも考えられる。 ） 。

ウ起案の講評等においては，起案が，①争点判断のポイントをとらえたものになっ

ているか（事実や証拠の重要性についての意識が乏しく，総花的な検討をしただけ

のものになっていないか） ，②認定事実と要証事実との結び付きについて，論理的

かつ説得的な論述ができているか,③供述の信用性判断については，必要な限度で，

かつ，判断指標の意味合いを理解して論述しているか（判断指標を機械的・総花的

に検討しただけのものになっていないか） ， という観点も意識して指導を行ってい

ただきたい。

(4)簡易な模擬裁判

配属部毎に実施する簡易な模擬裁判については，実施時期等は各庁の実情に委ねる

が，特段の事情がない限り， これを実施して指導を行っていただきたい。

(5) その他

ア問題研究等

合同修習として問題研究等を実施するかは，各庁の実情に委ねるが， これを実施

する場合は，法科大学院教育を経た上での刑裁修習における指導内容に相応しいも

のかという観点から，課題等を吟味していただきたい。

イ令状等

令状や保釈について，実際の事件を題材とした指導を行っていただきたい。

ウ書記官事務

書記官事務に関する講義等を行うかは各庁の実情に委ねる(講義等を行う場合は，

過度に細目的・技術的な事項にわたらないよう留意が必要である。 ）が，修習生が

書記官事務の意義，重要性を正しく理解できるよう，その意識の酒養に努めていた

だきたい。

エその他

修習生の自学自修を支援するため，修習生が自主的に行う勉強会に左陪席裁判官

等が協力することも考えられる。

－3－



(別紙6）

刑事裁判修習

1 起案

配属部

指導担当

裁判官

検 印

令状事務

指導担当

裁判官

検 印

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日 まで

欠席日数

日

配属部

指導担当

裁判官

氏 名

令状事務
指導担当
氏 名

番号 事件名等 検討事項及びその結果概要

1

事件名：

口既済記録を使用

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果：



(注） 1該当する□をすべてチェックすること。

2刑事修習記録に基づく問題研究起案は， 「5その他」に記入すること。

番号 事件名等 検討事項及びその結果概要

事件名：

口既済記録を使用

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果：

事件名：

口既済記録を使用

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果：

6

事件名：

口既済記録を使用

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果：

事件名：

口既済記録を使用

検討事項：

口事実認定上の問題口量刑の問題口手続上の問題□その他

検討結果：



2問題点を検討した手続傍聴

番号 事件名／手続の種類 検討事項及びその結果概要

1

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

2

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

3

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

4

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

5

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：



番号 事件名／手続の種類 検討事項及びその結果概要

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議口その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

． 〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

ロ評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：



(注） 1 傍聴の前後に問題となる事項を検討した事件に限って記入すること。

2該当する□をすべてチェックすること。手続の種類で「その他」をチェックした場合には，そ

の右の〔 〕欄に具体的な手続の種類を記入する。令状手続は3に記入する。

3 「検討結果等」欄には，検討結果や指導担当裁判官から指導された内容等を記入する。

番号 事件名／手続の種類 検討事項及びその結果概要

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評譲□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

ロ公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：

事件名：

口裁判員裁判対象事件

口公判前整理手続口公判審理

口評議□その他〔

〕

検討事項：

検討結果等：



3令状事務

(注） 1項目欄には， 「令状事務に関する講義」 「勾留請求記録の検討及び勾留質問手続の傍聴○件」な

どと，修習の種類を具体的に記入する。ただし，勾留質問手続の傍聴については，記録を読んだ

上で問題点を検討して傍聴に臨んだものや傍聴後手続等の問題点について検討したものに限って

その件数を記入する。

2項目により適宜各欄の大きさを定め， 1件ごとに横線により区切りを設ける。

3令状事務に関して起案を行った場合には1に記入する。

4模擬裁判

(注） 1 該当する□をすべてチェックすること。

2選択型修習における模擬裁判プログラムはここに記入しないこと。

項目 検討事項及びその結果概要

事件名／手続の種類 役割及び問題となった事項の概要

事件名：

口公判前整理口公判口評議口判決

口検察官口弁護人口裁判官口証人口被告人□その他

問題となった事項：

事件名：

口公判前整理口公判口評議口判決

口検察官口弁護人口裁判官口証人口被告人□その他

問題となった事項：



5その他

(注） 1項目欄には， 「問題研究」 「書記官事務に関する講義」など，修習の内容が分かるように記入す

る。

2項目により適宜各欄の大きさを定め， 1件ごとに横線により区切りを設ける。

3修習生が自主的に行う勉強会において裁判官から協力・指導等を得た場合には，その旨が分か

るように記入する。

項目 検討事項及びその結果概要



事 務 連 絡

平成26年3月24日

高等検察庁総務部長殿（参考送付）

地方検察庁次席検事殿

法務省刑事局総務課長 神村昌通

検察における分野別実務修習のガイドラインについて

検察における分野別実務修習については， これまでも，各庁において，司法研修

所検察教官室とも連携の上，指導目標の達成に向けて，質，量共に修習の実が上が

るよう取り組まれてきたところですが，法曹養成制度関係閣僚会議の下に置かれた

法曹養成制度検討会議による平成25年6月26日付け「法曹養成制度検討会議取

りまとめ」において， より一層実務に即した効果的な分野別実務修習を実施できる

よう，司法修習生に対する導入的教育を更に充実させること，及び司法修習をより

密度の濃いものとする工夫が求められました。これを受け，今般，司法修習委員会

において議論・検討がなされた結果，新たに，分野別実務修習開始前に，司法研修

所において集合形式で導入修習を実施することとされるとともに，各分野別実務修

習における指導内容を充実させるための方策として，別添のとおり，ガイドライン

を設けることとなり， 当局において，検察における分野別実務修習のガイドライン

を作成しました。

各庁におかれては，本ガイドラインに基づき，検察の分野別実務修習がより一層

充実したものとなるよう， 引き続き，指導内容や指導態勢の工夫を継続していただ

きますようお願いいたします。

なお，本ガイドラインの内容については，最高検察庁及び司法研修所検察教官室

にも御了解いただいております。



分野別実務修習のガイドライン

1 検察の分野別実務修習における指導目標・指導方法

(1) 司法修習においては，法曹として活動を開始するに当たり必要な事実調査能

力，法的分析能力，事実認定能力，書面や口頭による説得的な表現能力等を修

得させることに重点をおいて指導するものとされ（司法修習生指導要綱（甲）

第1章第2），検察の分野別実務修習の指導目標は，具体的事件の取扱いにつ

いて検察官の立場で修習することを通じて，法曹として必要な基本的知識や技

法を修得させるとともに，検察官の使命と役割，検察官として必要な心構え及

び検察の実務を理解させることとされている（同第2章第1 ．4(2)ア)。

②検察の分野別実務修習における指導方法は，事件の捜査については，事案の

真相を解明するための犯罪捜査の在り方，証拠収集及び取調べの要領を中心に

指導し，事件の処理については，事案の真相の把握，見通しの体得，証拠の価

値判断，事件報告の要領，起訴・不起訴処分決定の在り方等を重点として指導

し，法曹として必要とされる的確な判断力を養成することを主眼とし，公判の

立会については，検察官の公判立会を傍聴させるほか，立証方針の策定，提出

証拠の整理，裁判所に提出する書面の作成，尋問技術など，公判立会の要領を

指導すること等とされている（司法修習生指導要綱（甲）第2章第1 ．4(2)イ，

分野別実務修習における各分野の指導準則第2 ． 2②ないし(6))。

2捜査実務修習について

(1) 司法修習生に対し，少なくとも3件の具体的な事件について，捜査実務修習

を行わせるように努める。

ア前記1(1)の指導目標を達成するには，できるだけ多くの実際の事件に基づ

いて，流動的な証拠関係を前提とした捜査方針の策定，証拠収集及びその結

果を踏まえた事実認定上・法律上の問題点の検討等を体験的に学ばせること

が，効果的である。

そのため，司法修習生に対し，少なくとも3件の具体的な事件について，

捜査実務修習を行わせるように努める。

イ修習生には，進行中の事件（在宅，身柄を問わない）の取扱いを可能な限

り体験させるよう努めることとするが，各庁の実情に応じて，以下の(ｱｩ又は

（ｲ)の方法で指導することにより，具体的な事件についての捜査実務修習を行

うことができる。

（ｱｩ 同一の事件につき，複数の修習生に合同で捜査実務修習を行わせる方法

（ｲ）確定事件の記録を用いる方法（例えば，手続の各段階における捜査方針

の検討，事実認定上・法律上の問題点の検討，模擬取調べを実務に即して

行わせるなど｡）

（2）捜査実務修習における指導の内容として， 司法修習生に対し，具体的な事件

-l-



について，以下の点に留意しつつ，事案の真相解明のための捜査方針（証拠収

集及び取調要領）の検討，捜査（証拠収集，取調べ）の体験，終局処分の在り

方（事案の真相の把握，予想される争点を見越した証拠の評価・事実認定，法

令の適用，事件報告，起訴・不起訴処分の決定等）の検討等を行わせる。

ア前記1(1)記載の指導目標に照らして， 当該事件で実施するのが相当と考え

られる事項について指導を行う （各事件につき全ての事項の指導を行う必要

はない｡)。

イ身柄事件について捜査実務修習を行わせる場合は，被疑者の逮捕・勾留を

めぐる問題点等，身柄事件に伴う捜査上の留意点についても検討等をさせる

ように配慮する。

ウ修習生に，少なくとも1回は，指導係検事等の指導の下，進行中の事件の

被疑者又は参考人の取調べにおいて，取調事項の全部又は一部について， 自

ら発問を行うことを体験させるように努める。

エ各庁の実情に応じ可能であれば，指導係検事又はいわゆる里親検事が行う

捜査に立ち合わせ，その指導を受けさせるように努める。

3公判実務修習について

(1)各司法修習生に対し，少なくとも1件の具体的な事件について，公判実務修

習を行わせる。

ア前記1(1)の指導目標を達成するには，実際の事件に基づいて，公判におけ

る争点に即した立証方針の策定，証拠整理・証拠開示，証人尋問の準備等の

公判準備， 冒頭陳述・論告等の主張検討等を体験的に学ばせることが，効果

的である。

そのため，司法修習生に対し，少なくとも1件の具体的な事件について，

公判実務修習を行わせるように努める。

イ修習生には，公判係属中の事件の取扱いを可能な限り体験させるように努

めることとするが，各庁の実情に応じて，以下の(ｱｩ又は(ｲ)の方法で指導する

ことにより，具体的な事件についての公判実務修習を行うことができる。

（ｱｩ 同一の事件につき，複数の修習生に合同で公判実務修習を行わせる方法

（ｲ）確定事件の記録を用いる方法

（2） 公判実務修習における指導内容として， 司法修習生に対し，具体的な事件に

ついて，証拠整理・証拠開示，裁判所提出書面（証拠等関係カード，証明予定

事実記載書面冒頭陳述‘論告等）の起案，公判準備（裁判員裁判の公判リハ

ーサル，証人テスト等）への立会い，公判前整理手続，公判手続の傍聴，控訴

審査等への立会い等を行わせる。

なお，捜査実務修習の指導の場合と同様，前記1(1)記載の指導目標に照らし

て， 当該事件で実施するのが相当と考えられる事項について指導を行う （各事

件につき全ての事項の指導を行う必要はない｡)。
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実務修習結果簿

記入及び取扱いの注意

1事前に，表紙に担当教官の氏名・自己の組・番号・氏名・配属地・修習順序を漏れなく記入し

ておくこと。

2指導担当官（者）への提出時期は各配属庁会の修習の終了時であるから，記入すべき事項は平

素から整理しておくことが望ましい。

3各配属庁会の修習終了時に，修習生各自で指導担当官（者）に提出して検印をもらい，回収す

ること （指導担当官（者）の氏名欄も，修習生各自が記入する｡)。

4民事裁判修習期間中に刑裁起案を行った場合など本来の配属庁会での修習期間中に，他の実

務修習をした場合は，本来の配属庁会に係る結果簿の該当の欄にその結果を記載すること。

5記入に当たって不明の点があれば，指導担当官（者）又は担当教官に質問すること。

6 この結果簿は，司法研修所における集合修習開始日に回収する。

7余白がなくなったときは，適宜A4の紙（コピー用紙等）を追加して記載すること。その際には,

枝番を付したページ番号を記載し（例: 10-1, 10-2),ページの連続性を明らかにすること。

※この結果簿は，担当教官の閲覧を受けた後，各自に返還される。

なお，記載された内容は，司法修習の在り方等を検討するために使用する場合がある。

平成28年度（第70期）

配属地 修習順序
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氏名 研修所

組 番

司法研修所

教官氏名

民事裁判 刑事裁判 検 察 民事弁護 刑事弁護



検察修習

1 検察実務導入教育

講義・談話演習(注)，取調べ傍聴，その他

指導官

検印

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日 まで

欠席日数

日

指導官

氏 名

事項 時間数 修習内容等

(例）講義（事件受

理時の留意点等）
○時間

警察から送致を受けた事件について，検察官として留意すべき事項，

補充捜査の在り方等についての講義。

(例）模擬取調べ

演習
○時間

確定事件記録（自動車窃盗で犯人性を否認していた事案）を用いて，

修習生がA役・P役に分かれ，模擬取調べを実施。



(注） 処理済みの事件記録（確定した事件や不起訴処分とした事件の記録を含む。以下同じ｡）等を用い

た演習等のうち，導入教育として実施されたものを記入する。

2捜査実務演習

（1） 捜査及び事件処理等

事項 時間数 修習内容等

例

罪 名

強 盗

被疑者数

2

事案の概要及び問題点

2人組により連続路上強盗事件(3件)。

強取金額合計15万円。

強盗と恐喝の区別が問題になった。

身柄区分

勾留

処分内容

公判請求

関与形態

修習生2名共同捜査

修習の内容

強盗と恐喝の区別につき裁判例を調査し，事件検討メモの作成と

起訴状の起案。

Vのうち1名の取調べを担当。

例

罪 名

強盗殺人

被疑者数

1

事案の概要及び問題点

コンビニで万引きをしたAが， これに気付

き捕まえようとした店員を，所携のナイフ

で刺殺した事案。

殺意の有無が問題となった。

身柄区分

勾留

処分内容

公判請求

関与形態

確定事件記録を用いた演習

修習の内容

確定記録のうち，送致段階の記録の配布を受け，争点の把握，補

充捜査事項等を検討し，その後，追送された記録の配布を受け，

殺意等についての事件検討メモ，起訴状を作成。



1

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

2

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

3

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

4

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

5

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容



(注） 1 処分内容欄には，起訴の場合，公判請求，即決裁判手続，略式請求の別等を，不起訴の場合，

裁定主文を記入する。

2関与形態欄には， 「単独｣， 「修習生○名の共同捜査」等と記入する。

3修習の内容欄には， 当該事案に関して行った捜査方針の検討，取調べその他の証拠収集活動，

終局処分の検討，起訴状や決裁メモの起案等について記入する。

4修習の内容欄に，取調べについて記入する場合，取調べの対象者（被疑者，被害者等）が分か

るように記入する。また，取調べについては，発問全てを行った場合に限らず，発問の一部を行

った場合であっても，修習の内容柵に記入して差し支えない。

5処理済みの事件記録等を用いた演習について記載する場合には，関与形態欄に「確定事件記録

を用いた演習」などと記入する。

6

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

7

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

』

8

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容

9

罪 名 被疑者数

事案の概要及び問題点

身柄区分 処分内容 関与形態

修習の内容



(2) その他

(注） この欄には，捜査実務に関する修習のうち， 2(1)に該当しないもの，例えば，検察演習問題等の

検討・討論，各修習生が処理した事件についての発表会のほか，捜索・差押え，検証，実況見分，検

視，司法解剖等の各立会い等について記入する。

3公判実務修習

事項 修習日数 修習内容等

罪名及び事案の概要 修習・起案の内容

(例）覚せい剤取締法違反

暴力団員である被告人が，覚せい剤を営利目的で輸入し

た事案。

･証拠整理，証拠等関係カードの起案

･冒頭陳述要旨の起案

･譲受人の証人テストの立会い及び尋問事項書の起案

･裁判員裁判のリハーサルへの参加（発問等）

･事件記録を検討し，当該事件の公判前整理手続/公判手

続を傍聴



(注） 処理済みの事件記録等を用いた演習について記載する場合には，罪名及び事案の概要欄の罪名に続

けて「(確定事件記録を用いた演習)」などと記入する。

4その他

(注） この欄には，検察一斉起案及びその講評のほか， 1に該当しない講義，講話，見学，研究会等を記

入する。

罪名及び事案の概要 修習・起案の内容

事項 修習日数 修習内容等

年



【弁護実務修習ガイドライン】

1弁護実務修習のねらい及び目標

分野別実務修習の眼目は，司法修習生が，多数の様々な関係者が絡み合う 「生

の紛争」に対時し，指導担当弁護士の指導下ではあるが，プロを目指す者として

の自覚と困難さを意識しつつ， 当該事案を分析し，紛争解決の糸口を探り，依頼

当事者の正当な利益を最大限生かすべく，最終的な解決に至るための方策を選択

していくといった体験を通じ，弁護士に求められる基礎的な能力と技術を習得さ

せることにある｡また, ｢生の事案｣に適応する契約書や意見書の作成作業を通じ，

弁護士に求められる予防司法面での基礎的な能力と技術を修得させるべきである。

そして，そのためには，単に多数・多種の事案に触れるだけでなく，一つ一つ

の事案に丁寧に取り組ませるとともに,修習生が,指導担当弁護士の指導の下で，

自ら弁護士業務の一端を担っていると感じられるくらいの気概をもって,主体的，

積極的に弁護修習に取り組ませることにより， 当事者法曹としての基礎を身につ

けさせるよう指導していくことが重要である。

このような観点から， この分野別弁護修習のガイドラインは，事件の数や種類

を求めるのではなく，司法修習生に指導担当弁護士の業務を通じて，弁護実務を

体得させるための方法を示すものである。

なお， このガイドラインは，弁護実務修習の方法を例示的に示すものであり，

上記目標を達成できる他の手法を実践することを何ら拒むものではない。

2指導方法についてのガイドライン

指導担当弁護士は，刑事，民事ともに，以下の(1)～(7)の各項目を，偏ること

なく，少なくとも1件ずつ行うよう努めるものとする。

（1）事実調査と証拠収集

法律相談，事情聴取（契約締結等の訴訟外業務における事実調査を含む｡)，

被疑者・被告人との接見等に立ち会わせる際には，聴取すべき事項，収集すべ

き証拠等について事前に検討させるなどする。

なお，修習生に発問させる場合には，指導担当弁護士が立ち会い，その指導

のもとで発問をさせるなどして，修習生の発問を契機とするトラブルが発生し

ないよう心がけるべきである。

（2）事実整理と法的分析等に関する意見交換

法律相談等で聴取した内容を整理させ，法的分析（要件事実に基づく法的構

成)，立証上の問題点（現状での事実認定及び不足証拠の把握等）及び被聴取者

1



が訴える背景事情，解決手段の選択，解決の見込み等について，最初に意見を

述べさせた上で，指導担当弁護士と意見交換を行う。

(3)裁判所提出書類の起案

訴訟手続を行う場合には，主張書面，陳述書，弁論要旨等の法律文書を起案

させ，指導担当弁護士が添削し，添削理由等について修習生と意見交換をする

ことにより指導する。なお，その際の意見交換は，最初に司法修習生に， 自ら

が作成した起案について発表させてから行う。この場合，指導担当弁護士が所

属する事務所が複数の弁護士で構成されている場合には，事務所内打ち合わせ

の際に当該事件を担当する弁護士全員の前で発表させ，各弁護士と意見交換を

させることはより効果的である。

指導は，民事の場合であれば， ことに要件事実の構成，簡潔明瞭な間接事実

の記載によるストーリーの展開，主張する事実と証拠との関連性を明らかにす

ることに重点を置いた内容とする。その後，可能な限り，司法修習生に，指導

担当弁護士とともに依頼者への確認作業や依頼者の要望等を踏まえた修正を行

って起案を完成させるプロセスも経験させる。指導担当弁護士は，司法修習生

の修習意欲を高める観点から，裁判所に提出する書面の作成に際し，司法修習

生の作成した起案を参考にするといった工夫も考えられる。

なお，係属事件の状況により裁判所提出書類を起案する機会がない場合は，

修習生が弁護修習中に立ち会った法律相談をもとにする訴状，答弁書等の起案

や，既済事件の記録に基づく準備書面，弁論要旨等の起案をさせることが考え

られる。

(4)尋問事項書の起案と証拠取調べの傍聴

記録の精査，及び可能であれば指導担当弁護士の指導のもと依頼者からの聞

き取りを行わせるなどして,尋問事項書を起案させ,指導担当弁護士が添削し，

意見交換を行う。このときも， まずは司法修習生から説明をさせる。

なお，指導に際しては，尋問事項と要証事実との関係を明確にさせ，不利益

な証拠の評価や反対尋問を予測した内容の尋問事項書になるよう意識させ，完

成させる。指導担当弁護士は，修習生が完成した尋問事項書を，可能であれば

活かして尋問し， これを傍聴する司法修習生に自己が考えた尋問事項が法廷で

どのような形で利用されるのかを経験させる。その後，再び， この尋問を巡っ

て意見交換を行う。

(5)契約書類等訴訟外法律文書の起案

法律相談に基づき請求書，回答書，示談書，契約書等の法律文書案を起案さ

せる。指導担当弁護士は，修習生の起案を添削し，記載内容が当該事案に適切
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に対応しているかどうかや条項の過不足，訴訟になった場合の条項の効力や機

能を意識した意見交換を行う。その上で，司法修習生は起案を完成させ，指導

担当弁護士は， これについて最終チェックを行う。司法修習生の修習意欲を高

める観点から， 自己が実際に使用する文書の作成に際し，可能であれば司法修

習生の起案を参考にし，完成した起案を司法修習生に示すことが考えられる。

(6)刑事弁護実務修習についての指導方法

刑事事件については，最低1件（可能であれば起訴前，起訴後とも各1件以

上）体験させるよう努めるものとし，指導担当弁護士の立会い及び指導の下，

手続きの進行段階に応じた弁護活動の技術・能力・マインドを，適宜の起案等

を行わせ，意見交換を行うなどして修得させる。

なお，起訴前弁護においては，被疑者の身柄を解放すべく，勾留に関する意

見書や準抗告申立書を原則起案させ，同起案を元に，身体拘束の重大さ及びそ

の解放の重要性を理解させるよう意見交換する。

因みに，指導担当弁護士が受任の機会を持てない場合に備え，他の弁護士と

の協力体制を構築し，他の弁護士が受任する刑事弁護についてその指導を受け

ながら修習することができるようにする。ただし， この場合は，守秘義務につ

いて問題が発生しないよう十分に留意して修習させる必要がある。

(7)その他の事件

例えば，民事保全，執行，倒産事件，家事事件，少年事件など弁護士の基礎

能力として重要なケースについても，新件あるいは係属中のものについては，

上記(1)から(4)の方法で参加させ，体得させる。新件あるいは係属中の事案が

無い場合は，既済記録に基づき修習生に申立書等の起案をさせ，それを元に意

見交換する。なお，他の弁護士との協力体制を構築し，他の弁護士が受任して

いる「生の事件」を修習させる方法もありうる。ただし， この場合は，守秘義

務について問題が発生しないよう十分に留意して修習させる必要がある。

以上
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司研企二第966号

（組ろ－04）

平成28年9月28日

日本弁護士連合会司法修習委員会

委員長野辺 博殿

司法研修所事務局長染谷武宣

「弁護実務修習に対して望むこと」について（通知）

司法修習の中核は実務修習であり，弁護修習においても， とりわけ配属された弁

護士事務所で指導担当弁護士から実際の事件の取扱いを体験的に学ぶ個別修習を一

層充実したものとすることが重要であり，そのためには，各単位弁護士会の指導担

当者と，民事弁護教官室及び刑事弁護教官室との間で共通の理解に立ち，相互に連

携協力しながら司法修習生の指導に当たっていく必要があります。

司法研修所の両弁護教官室は， このような観点から，平成20年11月に，教官

室として弁護実務修習における指導に当たり御考慮いただきたい点をまとめた「弁

護実務修習に対して望むこと」 と題するペーパー（以下「平成20年ぺーパー」 と

いう｡）を発出しました。 現時点においても，平成20年ぺーパーに記載されてい

る指導の基本理念にいささかも変更はありませんが，その理念をより推し進める形

で，両教官室の指導の内容も変化しています。また，平成20年ぺーパーの発出後，

導入修習の実施や分野別実務修習ガイドラインの策定など，分野別実務修習の更な

る充実を図るための施策が実施されています。

そこで，今般，両教官室において平成20年ペーパーを改訂し，現時点において

弁護実務修習における指導に当たり御考慮いただきたい点を改めてお示しすること

としました。別添1は民事弁護教官室からの，別添2は刑事弁護教官室からの要望



事項であり，いずれも，今後の弁護実務修習の実施の際に参考にしていただきたい

と考えています。

引き続き，司法修習生指導担当者協議会（指担協）などの機会を利用して，分野

別実務修習の在り方について議論を深めるなど，相互の連携協力関係を更に高めて

いきたいと考えておりますので， よろしくお願いいたします。

なお，本ペーパーの配布範囲につきましては，その性格上，各単位弁護士会の指

導担当者，指導担当弁護士その他司法修習生の指導に携わる関係者限りとしていた

だきますよう，御配慮をお願い申し上げます。

以上



(別添1）

平成28年9月28日

弁護実務修習に対して望むこと

民事弁護教官室

1 民事弁護修習についての民事弁護教官室の指導方針

｜

’

1



2弁護実務修習に対して望むこと

2







5



以上
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(別添2）

平成28年9月28日

弁護実務修習に対して望むこと

刑事弁護教官室
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2刑事弁護教官室の指導内容
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実務修習結果簿

記入及び取扱いの注意

l 事前に，表紙に担当教官の氏名・自己の組・番号・氏名・配属地・修習順序を漏れなく記入し

ておくこと。

2指導担当官（者）への提出時期は各配属庁会の修習の終了時であるから，記入すべき事項は平

素から整理しておくことが望ましい。

3各配属庁会の修習終了時に，修習生各自で指導担当官（者）に提出して検印をもらい，回収す

ること （指導担当官（者）の氏名欄も，修習生各自が記入する｡)。

4民事裁判修習期間中に刑裁起案を行った場合など本来の配属庁会での修習期間中に，他の実

務修習をした場合は，本来の配属庁会に係る結果簿の該当の欄にその結果を記載すること。

5記入に当たって不明の点があれば，指導担当官（者）又は担当教官に質問すること。

6 この結果簿は，司法研修所における集合修習開始日に回収する。

7余白がなくなったときは，適宜A4の紙（コピー用紙等）を追加して記載すること。その際には，

枝番を付したページ番号を記載し（例: 10-1, 10-2),ページの連続性を明らかにすること。

※この結果簿は，担当教官の閲覧を受けた後，各自に返還される。

なお，記載された内容は，司法修習の在り方等を検討するために使用する場合がある。

平成28年度（第70期）

配属地 修習順序

～ ～ ～

氏名 研修所

組 番

司法研修所

教官氏名

民事裁判 刑事裁判 検 察 民事弁護 刑事弁護



弁護修習

I 民事弁護

1 法律相談（弁醗土会1 自治体及び事務所等におけるもの)，交渉，受任等の立会傍聴
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指導担当

弁護士検印

修習期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日 まで

欠席日数

日

指導担当

弁護士

氏 名

番号 相談内容等の概要 問題点とその検討結果



(注） 1番号欄には番号を付し，事案の内容により適宜各欄の大きさを定め， 1件ごとに横線により区

切りを設ける。

2 1件ごとに，予想される問題点及び聴取技術・弁護士倫理上考慮した点等について留意し，そ

れらについて事前・事後に検討した結果を記入する。

3争訟事案(裁判所又は裁判外紛争解決制度により解決される法律上の紛争事案)以外の依頼者・

顧問先等との打合せも記入する。

4争訟事案の当事者等との打合せは， 2(3)又は2(5)に記入する。

2争訟事案（裁判所又は裁判外紛争解決制度により解決される法律上の紛争事案）

（1） 起案（訴訟・調停[民事・家事］ ・ADR等の訴状・申立櫓・準備魯面，内容鉦明等）

－28－

番号 相談内容等の概要 問題点とその検討結果

1

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検討結果，起案上留意した点

2

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検討結果，起案上留意した点



’
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(注） 1裁判所提出書面だけでなく，依頼者への期日報告書，法的問題点に関する検討メモ， リサーチ

ペーパー等も含む。

2 6件以上起案した場合には，別紙に記入する。

3尋問事項書等立証に関わる起案は，④に記入する。
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3

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検尉結果，起案上留意した点

4

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検酎結果，起案上留意した点

5

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検討結果，起案上留意した点

6

事件名

手続・審級

起案の種類

事案の概要

実体法上・手続法上の問題点

問題点についての検酎結果，起案上留意した点



(2) 弁輪等傍聴（口頭弁識，弁論準備，和解，鯛停，審判，審尋，裁判官面接等）

(注） 1傍聴の前後に担当弁護士から指導を受け，あるいは事件の記録を十分検討するなど手続進行に

ついて修習生が学修を行った場合に記入し，単に法廷傍聴をしただけの場合は， この表に記入す

る必要はない。

2尋問を傍聴した場合には(4)に記入する。

3 1件ごとに，横線により区切りを股ける。

－30－

番号 事件名 手続 問題点 検討結果等



(3) 当事者との打合せなど
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期日間の打合せのみならず，申立前の打合せ，事件終了後の打合せも記入する。

尋問等の打合せも記入する。

1件ごとに，横線により区切りを設ける。
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(注） １
２
３

番号 打ち合わせた内容等 問題点とその検討結果



(4) 証人尋問等立証活動

①尋問事項書等立証に関わる起案

(注） 1書証の提出の検討並びに証拠説明書及び主張と証拠の関係の整理メモの作成もここに記入する。

2人証に関する立証計画，陳述書の作成，尋問事項の検討（反対尋問の検討も含む｡)，その他人

． 証に関する検討とこれらに関するメモの作成等もここに記入する。

3既済事件の記録に基づき起案を行った場合も記入する。

②尋問の傍聴及び尋問後の検討

(注） 1尋問の傍聴に際し事前に準備した事項と，それを踏まえての傍聴結果，感想，証人尋問調書の

検討等を記入する。

2事前に準備した事項について，起案欄で記入済みの場合にはその旨記入すれば足りる。

－32－

事件名 起案の種類 事案の概要・起案内容 問題点とその検討結果等

事件名 争点 事前に準備した事項 傍聴結果等



(5) 保全・執行・倒産等

①保全

(注） 1保全事件（仮差押，仮処分，保全異礒，保全取消し）について，相談への立会い， 申立書等の

起案，裁判官との面険への立会い，担保金関係業務等を経験した場合には， ここに記入する。

2既済事件の記録に基づき申立書等の起案を行った場合も記入する。

②執行

(注） 1 執行事件について，相談への立会い， 申立書等の起案，執行官による執行の立会い等を経験し

た場合には， ここに記入する。

2既済事件の記録に基づき申立書等の起案を行った場合も記入する。

③倒産

(注） 1 倒産事件について，相談への立会い， 申立書等の起案，管財人事務等，審尋期日，債権者集会

の傍聴等を経験した場合には， ここに記入する。

2既済事件の記録に基づき申立書等の起案を行った場合も記入する。
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事件名 手続 内容 問題点及びその検討結果等 起案

事件名 手続 内容 問題点及びその検討結果等 起案

事件名 手続 内容 問題点及びその検討結果等 起案



④その他（証拠保全等）

(注） 既済事件の記録に基づき申立書等の起案を行った場合も記入する。

3 1及び2以外の弁霞士業務（契約醤の起案等，株主総会等の立会傍聴，その他の弁護士業務）

(注） 内容欄には，実体法上の問題点，聴取技術・資料調査方法，弁護士倫理上考慮した点について適宜

記入する。

4事務職員の業務（事件簿， ファイリング，文書管理，記録の保管，裁判所等との連絡事務，依頼者・

顧問先データ管理、会計処理等について修習した場合）

－34－

事件名 手続 内容 問題点及びその検討結果等 起案

● 6

番号 内 容 問題点及びその検討結果等

内 容 問題点及びその検討結果等



Ⅱ刑事弁護

1 被疑者弁謹
’

(注） 1 「自白・否認の別」の「否認」には，一部否認を含む。

2 「活動の具体的内容」には，接見，身柄解放に向けた活動，被疑者や関係者との面接，示談交

渉，検察官との面談，起案（準抗告申立書等の裁判所提出書面だけでなく，弁篭方針や問題点に

関する検討メモも含む｡）等の概要を記入する。

2被告人弁護
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番号 事件名
自白 。

否認の別
活動の具体的内容 問題点とその検討結果等

(口少年）

(ロ国選

口私選

口当番）

口自白

口否認

(口少年）

(口国選

ロ私選

口当番）

口自白

口否認

(口少年）

(口国選

口私選

口当番）

口自白

口否認

番号 事件名
自白 ．

否認の別
活動の具体的内容 問題点とその検討結果等

(ロ国選

口私選）

口自白

口否認

(口国選

口私選）

口自白

口否認



1被疑者段階から関与した被告人については，被疑者弁護欄の番号を記入する。

2「自白.否認の別｣の｢否認｣には,一部否認を含む。
3 「活動の具体的内容」には，接見，保釈請求，公判準備（証拠検討，方針検討，現場見分，被

告人等との打合せ，尋問準備等)，示談交渉，公判前整理や公判への立会い，起案（保釈請求書，

弁鵠要旨等の裁判所提出書面だけでなく，弁護方針や問題点に関する検討メモも含む.）の概要を

記入する。

(注）

3少年付添い

(注） 1 「自白・否認の別」の「否認」には，一部否認を含む。

2 「活動の具体的内容」には，面会，身柄解放に向けた活動，少年や関係者との面接,示談交渉，

検察官との面談，調査官や裁判官との面会，審判準備（記録検討，方針検討，現場見分，証人や

関係者等との打合せ，尋問準備等)，起案（意見書等の裁判所提出書面だけでなく，方針や問題点

に関する検討メモも含む｡）等の概要を記入する。

－36－

(ロ国選

口私選）

口自白

口否認

番号 事件名
自白。

否認の別
活動の具体的内容 問題点とその検討結果等

(口国選

口私選）

口自白

口否認

(ロ園撰

口私選）

口自白

口否認

(口国選

口私選）

口自白

口否認



Ⅲ民事。刑事共通

認職講演，見学及び模擬裁判その他等
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項目 識師・見学先等 主な内容 ．



民事弁護教官室

提供資料
第70期導入

民事弁護・民事共通修習カリキュラムの概要

1民事弁謹

1 問題研究

(1)問題研究1傳情聴取記録に基づく事件処理方針の検討） 165分

第1

A班：12月5日, B班: 12月2且
1

(2)問題研究2（即日起案・答弁書の作成） 180分
A･B班: 12月7日

’

(3)問題研究3 （講評） 170分
A班： 12月15日, B班: 12月13日

’
｜

』

凸 ■

2講義

（1）講義1 （民事保全・民事執行) 220分
A班： 12月20日・ 12月21日, B班: 12月14日･ 12月22日 I

’ 』皿

(2)識義2 （職責等） 80分
A班： 12月21日, B班: 12月22日

3演習

（1）演習1位訓170分 ’
A班： 12月15日, B班: 12月9日

(2)演習2 （契約） 170分
A班： 12月19日, B班: 12月9日

ワ■■

凹日1 隅,,…1， は↑』I閏 Ⅱ昌 里Tﾄﾖ刑!'n,’ 身醐叶 FW
2甦壁=EqL--画一－－u■三三塁 l…I

第2蒔妻共通
1 冨津第一審手続の栂融165分

A班： 12月5日, B班: 12月2日

I ~
2民事総合1．2 255分

A班； 12月8日・12月19日, B班; 12月8日・12月13日
■■■■■

｜
■

以上
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I
第70期導入民事弁護演習1 （立証） 参考資料

収集方法等に習熟する必要のある文書のリスト

’

－－

3/4

民事弁護教官室

提供資料



第70期導入

刑事弁護。刑事共通修習カリキュラムの概要

一一一－一一一q■ー－－q■一■ ●●c－C一一一一一一÷の－4■一一一ｰ申● ■一一一一一一一一一一一今一一今一一＝

[刑弁科目〕
:．.~-........‐．

1p

■ ■■｡ヰーーーーーロ一

事前課題

・演習1

‐‐一一一一‐一一●●｡■Ccq■■一一q■■一一一｡－中 C－ Cの●

2刑弁演習1 （捜査弁謹） 〔刑弁科目・110分〕

3刑事問題研究（勾留） 〔刑事共通科目‘85分〕

4即日起案〔刑弁科目・180分〕

’
5即日起案講評十刑弁演習2〔刑弁科目・360分〕

１
１

！
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6刑事共通演習基礎（公判前整理手続） 〔刑事共通科目・360分〕

7刑弁演習3（量刑事件） 〔刑弁科目・140分〕

以上



カリキュラムの全体像（69期集合・70期導入） 刑事弁護教官室
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即日起案

演習3

起案1

刑弁問研

起案2

起案2．刑弁問研

刑共演習・即日起案

刑共演習・即日起案

刑共演習・即日起案

即日起案

刑共演習

刑共演習

刑共演習

刑弁問研･刑共演刑弁問研。刑共演
ヨ認 。刃
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刑事弁護教官室だより Vol.1
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Dec_2016

裁判員制度の導入によって刑事司法は劇的な変革期を迎えました。しかし，その変革を

真に被疑者・被告人の人権を保障する制度として運用し，そして， さらなる改革を実現し

ていくためには，一人一人の弁護人の能力の向上が不可欠です。

刑事弁護教官室は，修習生のみなさんに，そのような意識と自覚を持ってもらいたいと

考えています。

現在の我が国の刑事弁護では,アメリカの法廷弁護技術を導入する試みがなされるなど，

法廷弁護技術や弁護戦略等において研究・実践が進められており，優れた多くの成果が公

刊されています。実務へ，そして，これら優れた研究・実践の成果へ架橋するものとして，

この「刑事弁護教官室だより」を用意しました。

’
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想定弁論テーマ1

「想定弁論」と呼んでいるものは，公判での証拠調べの結果を想定して作成する最終弁

論のことをいいます。

想定茅請を佑成する有滞盤

最終弁論は，証拠調べの結果を踏まえて，証拠と事実について議論をする場です。

しかし，その準備は，結審に至ってから始めるものであってはなりません。つまり， 「得

られた事実を元に弁論を書く」ということではなく， 「求める判決を得るために必要な弁

論は何か。その弁論をするために必要な事実・証拠は何か」という発想です（図1） 。そ

うであれば公判前整理手続中（整理手続に付されていなければ公判開始前）から行うこと

が有用です。その理由として， さらに以下の点があげられます。

まず，想定弁論の作成により， 自らの主張の脆弱性を確認することができます。その結

果， 自らの主張の再構成を余儀なくされることも多く， このような推敲の繰り返しによっ

てこそ，説得的な弁論が可能となります。なお， このような作業をするに際しては，検察

官の論告をも想定し， これに対応する形で想定弁論を作成・練り直しをしていくことが必

要です。
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図1
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’求める判決を得るために

すべき弁論は？

⑳し主張は十ij

次に，証拠の不足を確認できることも挙げられます。公判前整理手続の終結後は，新た

な証拠調べ請求が原則としてできないため（法316条の32第1項)，終結前の時点で，

追加請求すべき証拠がないかどうかの検証が不可欠となります。自らの主張を裏付ける証

拠が足りているか，あるいは検察官主張に対する弾劾材料が十分かといった検証をするに

は，証拠を引用して，想定弁論を作成しながら確認することが最も有用であり，また，そ

れは公判前整理手続終結前に行う必要があります。

さらには，尋問事項の作成にあたっても必要といえます。弁論に必要となる事実のうち

書証によらないものについては，漏れなく証人尋問・被告人質問の中で顕出させておく必

要がありますが，漏れのない尋問をするためには，想定弁論を作成しておくことが役に立

ちます。

公判審理を想定することなしに公判に臨むことが適切でないことは明らかです。実際に

弁論を作成することによって，その想定がより具体的になり，かつ隙のないものになると

いう意味において，大きな意義があるといえます。

証3勉謂べの想定方法

想定弁論を作成する時点では証拠調べは未了のため，後の公判における証拠調べの内

容・結果を，合理的に想定することとなります。
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(1)書証及び物証

採用決定された証拠は，公判で予定どおり取調べが行われることが想定できます。ただ

し，合理的な根拠があれば， 当該証拠が証拠排除（規則207条） されると想定すること

もあります。

採用決定されていない証拠についても，合理的な根拠があれば，公判で証拠決定がなさ

れること， あるいは，その他の事情により，弁論に用いることが可能と想定することもあ

ります。

(2)人証

証人は，検察官の主尋問では，証拠調べ請求がされた当該証人の供述調書のとおり，弁

護人の主尋問では，事前に当該証人から聴き取りをした内容のとおり証言するものと想定

できます。

反対尋問では，①開示された証人の供述調書に，証人が主尋問で証言した事実とは異な

る事実が記載されている場合（自己矛盾供述が存在する場合） ，反対尋問において，証人

はその自己矛盾供述の存在自体は認めるものの，主尋問の内容を変更まではしないと想定

されます。②主尋問で証言した事実が，開示された証人の他の供述調書には記載がない場

合（供述が欠落している場合） ，反対尋問において，証人は当該供述調書を作成した取調

べの時点では当該事実を供述していなかったことを認める場合もありますし， また，供述

したのに当該事実が調書化されなかったにすぎないと証言する場合もあるでしょう。③主

尋問で証言はされないが，開示された証人の過去の供述調書に記載がある事実で，主尋問

で否定していない事実については，証人はその事実を認める場合もあると想定できます。

(3)被告人質問

被告人は，公判において，弁護人が事前に被告人から聴き取りをした内容のとおり供述

するものと想定されます。

湯鋳に

もとより，最終的な弁論は，公判で行われた証拠調べの結果に基づいて行われるため，

想定弁論の内容も公判審理の進行に応じて変更することが求められます。

だからと言って，想定弁論を事前に作成することの有用性が失われるわけではありませ

ん。弁論を想定しないまま公判に臨むことは「行き当たりばったりの公判」 となってしま

うことにもなりかねず，適切ではありません。
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’論述の基礎テーマ2

本テーマでは，説得のための論述における基本的な素養について説明をします。それは

書面作成だけに求められる素養ではなく，意見を口頭で発表する際などのあらゆる場面で

意識すべき素養です。

基本の形Z /瀞瀞一少理由ノ

論述は， 「結論→理由」の流れでなされるべきです。論述全体としてもそうですし，個々

の論点においてもそうです（図2） 。

閲･･さんは無罪｡犯人ではない． 唾．

灰 、

圃△△は『-』と証言するが信用できない。
－△△は・月・日に「～」と供述していた
理
由

理
由
ー

圓聿懸蹴れるが犯人性を“
一

「××」という事実がある一方，証拠上「○○」
理

由 という事実も認められる。

それを前提とすれば、 ． ・ ・ ・ 。 ．
L- ー』

理由

L 』

まず端的に結論を示し､理由はその後に述べる， ということが重要です。

墓教の形2／遼的ノ瓢分①～裏篝を綴示

理由部分はまず「事実」を摘示するところから始めるべきです。理由部分はまず「事実」を摘示するところから始めるべきです。事実をもって判断者を

説得していくという基本姿勢を学んでいただきたいと思います。

そして，その事実は，証拠に裏付けられた事実である必要があります。したがって，そ

の事実を導く証拠（想定の根拠）を示しておくことが，前述のとおり有用です。
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基衣の形3／潔的_／瓢分②～裏第への評〃

事実を摘示したら，次にその事実を評価しなくてはなりません。

目撃証言の信用性を論じるような場面を例にとります。

目撃者がPS(検察官面前調書）で「Y」と供述しているとします（したがって公判では

「Y」と証言することが想定されます）。しかし，そのPSに先行して○月○日に作成され

たKS(警察官面前調書）では「X」と供述していたとします。

この場合，○月○日には「X」と供述している， ということが事実の摘示になります。

つまり， 目嬢供述には「X」から「Y」という変遷があり，その変遷が「矛盾」する関係に

あるということが，評価の第一歩ということになります。

そして，説得力のある論証をするために， ここで終えてはならず，その評価が，

おいてどのような意味を持っているかについても検討することが大切です。

前項の例をとって説明します（図3） 。

本件に

[瓦図3 ’結
△△は「Y」と証言するが信用できない。

杢
蜘

炉 一

事
実
△△は○月○日に「X」とも供述していた。

ー

『ｰ 司

証言「Y」と供述「X」は矛盾する。

＋理
由
評
価
証言「Y」 ，供述「X」はともに目撃状況に関するも

のである。通常人にとって．犯罪を目撃することは

印象強く記憶される。そうであればその点の供述が

一貫しないことは通常考えられない。

さらには． 。 ・ ・ ・ ．
L 鹿L 』

例示のように，矛盾供述をする（一貫していない） ということだけで供述の信用性を一

般的に論述するだけでは不十分です。図3のように，経験則。常識を踏まえて具体的に摘

示する必要があります。図3では「通常人にとって，犯罪を目撃することは印象強く記憶

される」という経験則を踏まえていることになります。
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さらには， どうしてそのような誤った結論になったのか（虚偽や思い違いの理由）につ

いて検討することも大切です。

「被害者だから処罰を望んでいる」や「被害者と同僚だから口裏合わせをする」等を指

摘するだけでは十分ではありません。 「被害者が虚偽供述をする」 という経験則は存在し

ませんので，単にその供述者の属性を指摘するだけでは，経験則・常識に裏付けられた論

証ということはできません。

全欽の鮒

構成は自由です。ただし，わかりやすい構成でなければなりません。

まず，何について論じているのか， を明確に意識しながら構成をし，論述をする必要が

あります。

次に，何を根拠に論じているのか， も同様に意識する必要があります。その根拠が「証

拠」であるのか，それとも「証拠から導かれる事実」であるのか等を意識しなければなり

ません。

最後に，根拠はいくつあるのかが，その論証の冒頭に明示されていると，聞く側に予測

ノ

可能性が生まれます。 これはわかりやすい論述をするために有用な方法です。

つづく
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